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Ⅰ　総括

の運営となりました。

(5)　指定管理施設としての取組み

　指定管理施設として、２５年度からの摂食嚥下チームの取組みや、重度、行動障害

１　三浦しらとり園の概略

(1)　県立三浦しらとり園の再整備

　当園は、昭和３８年１月に精神薄弱児施設「神奈川県立長沢学園」(定員１００名)

として開設し、昭和５８年４月に県立社会福祉施設再整備拡充計画「やまゆり計画」

の第１号施設として、児童施設４０名に成人施設（更生）１２０名、通所部門１５名

に地域療育部門、診療所を加えた三浦半島の在宅福祉サービスの拠点施設「神奈川県

立三浦しらとり園」として開設されました。

(2)　県立施設の役割の変化

　県立施設としての入所機能の純化も進められました。平成７年から１３年にかけて、

地域の民間入所施設が５か所開設し、そのつど民間施設の運営体制に馴染む利用者計

５３名を移行させ、空いた枠に地域の医療ケアを要する方や行動障害のある重度の障

害者を中心に入所が進められました。それに呼応するように平成１４年４月には各寮

に個室４室を改修整備し、県の強度行動障害対策生活支援事業を開始しました。

　一方、障害者自立支援法に先駆けて平成１０年３月には、地域生活移行の準備の場

として「ヴィラしらとり」を落成し、グループホーム等への移行も取り組んでいきま

した。

　そうした中、平成１５年１１月に「県立社会福祉施設将来展望会議報告書」の中で、

当園は「民間に委託されるべき施設」として位置付けられました。

(3)　障害者自立支援法の施行

　平成１８年に施行された障害者自立支援法により、平成２０年には同法に基づく指

定障害者支援施設として、施設入所支援９４名、生活介護１０１名、自立訓練（生活

訓練）６名、短期入所定員１８名のサービス内容としました。

(4)　清和会による指定管理への移行

　平成２１年から、県において指定管理者制度導入の手続きが開始され、所定の選定

手続きを踏まえて平成２３年４月から清和会が指定管理者として運営することになり

ました。

　この時点での定員は、施設入所支援８８名、生活介護９５名、自立訓練（生活訓練）

６名、短期入所定員２４名、知的障害児施設支援４０名（うち４名が短期入所）とし

ました。２年間の県職員等の職員派遣期間を経て、平成２５年度からは清和会単独で

の方を中心とした短期入所の受入れ数の増加、２９年度から指定事業者として着手し

た強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）が３０年度には県の委託となったこと、
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さらに、平成３０年度に事業化された県の「地域生活移行推進事業」に基づき意思決

定支援プログラムに沿って、グループホーム関係団体と調整しながら取り組んだとこ

ろ、令和元年９月に３０年あまり入所していた重度の利用者１名の地域生活移行が実

現したことなど、指定管理施設ならではの取組みも進めてきました。

　一方、２６年度からは法人の自主事業として「三浦しらとり相談支援事業所」を開

始し、２８年４月には指定管理期間中、地域で３か所目の地域生活移行の受け皿とな

るグループホームを開設するなど、民間としての事業展開を積極的に進めてきました。

(6)　県立施設を取り巻く動き

　平成２６年の「県立障害福祉施設等あり方検討委員会報告書」で、当園は民間施設

では対応困難な重度重複等の利用者や医療的ケアが必要な利用者の受入れや民間施設

への支援といった地域の拠点施設としての役割を引き続き担うため、「指定管理施設

として存続することが望ましい」とされました。当園の建物の老朽化は喫緊の課題で

したが、平成２８年７月に津久井やまゆり園事件が発生し、当園の将来方向について

の検討は据え置かれました。平成２９年１０月には「津久井やまゆり園再生基本構想」

が取りまとめられ、「意思決定支援」、「安心して安全に生活できる場の確保」、

「地域生活移行の促進」を柱とする内容となっています。

　また、平成３０年３月に策定された「第５期神奈川県障がい福祉計画」では「津久

井やまゆり園再生基本構想」を踏まえ、他の県立入所施設のあり方について、施設規

模及び居住単位の小規模化を基本に検討することが位置づけられています。

　令和２年１月９日に、県では「施設における利用者目線に立った支援」を目指すた

め、県立障害者支援施設である津久井やまゆり園に係る指定管理者としての利用者支

援の状況や、法人としてのガバナンス体制、施設設置者としての県の関与等について、

専門的見地から検証するため、「津久井やまゆり園利用者支援検証委員会」が設置さ

れ、５月には中間報告がまとめられました。さらに、この検証で得られた知見を生か

し、対象を県立６施設に拡大して支援の検証を行うとともに、利用者目線の支援など、

障害者支援施設における未来志向の支援のあり方を検討するため、神奈川県障害者施

策審議会の部会として「障害者支援施設における利用者目線の支援推進検討部会」が

設置され、第１回の会合が７月に開催されました。１２月には当園にも部会の委員が

３名来園しヒアリング調査が行われ、３月末には報告書がまとめられました。

　この検討結果を受けて、県では令和３年度に「当事者目線の障がい福祉に係る将来

展望検討委員会」が設置され、令和３年１０月には中間報告書が示され、今後の県立

施設の役割等についてのあり方が示され、令和４年３月には報告書が出されています。

(7)　第一期指定管理期間の延長と第二期指定管理公募について

　当園の指定管理期間については、平成２３年４月１日から平成３３年（令和３年）

３月３１日まででしたが、公募基準に利用者目線の支援推進検討部会の検討結果を反
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２　運営について

　令和４年４月１日に、新規採用職員として５名を加え、また、法人内異動として４

名の職員が転入しました。さらに、芹が谷やまゆり園への派遣職員１名が３月一杯で

派遣勤務を終了して園に戻り、新年度をスタートしました。女性寮は４月１日時点で

欠員状態でしたが、派遣職員の採用を行うことで対応してきました。

の職員が県の採用試験に合格しました。令和４年度は上半期６名、下半期７名、定年

退職も含めて１３名の職員が退職者しました。

　人材不足の傾向は当園だけでなく福祉業界全体の課題であり、深刻な支援・介護職

員不足という状況に直面しています。厳しい状況に変わりはありませんが、引き続き

職員採用に積極的に取り組んでいきます。

外部評価委員による質疑応答が行われ、６月１０日には当園の指定管理者候補として社

会福祉法人清和会が選定されました。７月２１日に開催された県議会で指定管理者につ

映させるため、令和５年３月３１日まで延長されることになりました。

　この検討結果を受けて、県では令和３年６月に、今後の障害者支援施設のあり方や

当事者目線の障害福祉に係る理念や実践について検討することを目的とする「当事者

目線の障がい福祉に係る将来展望検討委員会」を設置し、県立障害者支援施設のあり

方を含めた障がい福祉の将来展望についての検討が始まりました。１０月には中間報

告が出され、この意見も踏まえて令和４年１月に第二期指定管理の募集要項が示され

ました。清和会としても第二期指定管理に公募することとし、３月には申請書類を県

に提出しました。

　令和４年４月１４日には、県庁大会議場において指定管理者のプレゼンテーションと

(８)　新型コロナウイルスの感染拡大による影響について

いて議決され、三浦しらとり園の第二期指定管理者として清和会が指定されました。

　令和４年度については、６波の余波で児童課１寮で４月７日に職員が陽性となり、

児童３名職員１名の計４名が感染し、４月２７日に安全宣言をしましたが、直後の５

月２２日に児童課２寮で２名の利用者が陽性となっています。その後、７波の影響が

７月３１日に児童課に到来しました。男子児童が陽性となったのを皮切りに成人寮で

も感染が拡大し、９月１２日に全面解除となるまでの間、利用者４３名職員２８名の

計７１名の大クラスターとなりました。９月２９日には、成人女子寮で、利用者１１

名（うち短期入所利用者１名）と職員４名の計１７名が、１２月２７日には利用者１

３名と職員１２名の計２５名が、２月には２名の職員が陽性となりました。

　ワクチン接種については、令和４年９月に利用者、職員含めて９０名の４回目の接

種（武田/モデルナ社製ワクチン）が完了し、令和４年１月～２月にかけて、利用者、

職員含めて１００名の５回目の接種（ファイザー社製ワクチン）が完了しています。

(1)　組織・職員等の体制について

　ここ数年は退職者も多く、人材確保が大きな課題となっています。退職理由は結婚

や自身の病気等様々ですが、最近は県の採用試験を受ける職員もおり、今年度も２名
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　設に在籍できなくなりました（児童相談所長の判断により２０歳の誕生日前までは

　措置延長可能）。指定障害児入所施設の基準を満たすことを以って、指定障害者支

　援施設の基準を満たすこととする特例が平成２９年度末を期限に施行され過齢児で

　も児童施設での生活ができることとされましたが、都市部において過齢児解消が進

　んでいないことから、先の経過措置については、令和３年３月まで延長の後、令和

　４年３月まで再延長となりとなりました。しかし、令和３年８月の「障害児の新た

　な移行調整の枠組みに向けた実務者会議」報告書の中で、現時点で移行困難な者が

　多数入所していることから、引き続き経過的サービス費の支給が必要な場合は都道

た為、相談があっても一時保護に繋がらないことがありました。

　生活課（成人）では、園の建て替えを視野に入れた定員規模縮小の方向性が出さ

　生活課からの退所は４名でした。１名が高齢者施設へ移行、２名がグループホー

ムへ移行し、１名が逝去されました。

れる中で、今期間の新たな入所者はいません。

　　平成２４年の児童福祉法の改正により、原則１８歳以上の利用者は障害児入所施

１名、小田原児童相談所から３名となっています。児童の入所理由は被虐待が１１

れています。受け入れ理由は介護者の入院、養育困難です。

イ　利用者の退所について

となっています。３名がグループホームへ移行し、１名が逝去されました。

ア　利用者の入所について

ウ　過齢児の地域移行について

　今年度は、児童課の退所が４名でした。過齢児が２名、高校３年生が２名の退所

名、他施設からの措置変更が１名、養育困難が１名となっています。

　なお緊急一時保護（児童福祉法３３条）として、今年度は中央児童相談所から５

名（１１８日）、平塚児童相談所から２名（９日）、鎌倉三浦地域児童相談所から

１名（２日）、小田原児童相談所から３名（４０日）、大和綾瀬地域児童相談所か

　今年度は１４５日間の一時保護となっており、昨年度に比べ８１日増えました。

いるため総日数が増えていますが、それを除けば昨年度から大きな変化はありませ

理由は被虐待・養育困難、入所に伴う緊急一時保護です。

(2)　利用者の入退所や短期入所等の状況について

（２４日）の計２０名の児童を、述べ２２６日間受け入れています。主な受け入れ

ら２名（９日）、厚木児童相談所から２名（２４日）、横須賀児童相談所から５名

１名は入所前提の一時保護で、入所手続きが終わるまでは一時保護の扱いとなって

ん。今期間においても当園の利用者、職員が新型コロナウイルスに罹患するなどし

　なお、緊急的な短期入所として、今年度は横須賀市から３名を延べ８日間受け入

　入所については児童課（児童）に男児８名、女児５名、計１３名の入所がありま

した。地域別では県の中央児童相談所から４名、鎌倉三浦地域児童相談所から２名、

大和綾瀬地域児童相談所から２名、厚木児童相談所から１名、平塚児童相談所から
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　府県等の判断を得て、サービス費の支給を継続可能とできるようにし、その最終的

　な期限を令和５年度末までとすることが適当であるとされました。

　　令和４年度には、２０歳以上の過齢児１名が地元千葉県のグループホームへ移行

　しました。高校３年生、さらに２年生についても、成人施設およびグループホーム

(3)　委員会の取組み

ア　衛生委員会

　に支援していきます。

　衛生委員会は月に１回の頻度で開催し、職員の健康障害を防止するための対策に

関すること、職員の健康の保持増進に関すること、労働災害の原因及び再発防止対

策等に関することを中心に話し合いを行っています。

　新型コロナウイルス感染症に関しては、何度かクラスターが発生しています。今

後も、必要に応じて感染症対策について情報を提供するとともに、免疫力をアップ

させる方法や、メンタルヘルスなど職員の健康について話し合いを行っていきます。

業所との連携を図りながら対応していきます。

　の見学や体験を計画し、児童相談所や学校の進路指導担当と連携しながら過齢児と

　日中一時については、今年度の実績は７８２件でした。昨年度の実績は８１９件で、

３７件減少しています。今年度は短期入所と同様に新型コロナウイルスによる影響を

受けて減少になっています。

しらとり園内で感染者が確認された場合の園・寮閉鎖による利用制限があったことで

の拠点的な役割を果たしていきます。

　介護者（家族）の高齢化に伴うレスパイト、介護者の入院治療・逝去による利用が

増加していくことが予想されますが、これらニーズへの対応については他機関や他事

等の影響や、今後の定員規模縮小に向け新規の利用者の案内を制限していることも実

利用希望者の個室ニーズの高まり等により、個室が必要な短期利用者の利用見合わせ

エ　在宅支援（短期入所・日中一時）の状況について

　短期入所については、今年度の実績が２，５５１日でした。昨年度（令和３年度）

の実績は３，３４０日で、大きく減少しています。減少した大きな理由としては二点

考えられます。一点目は新型コロナウイルスの感染拡大防止による自粛要請および、

が決まったことや病気療養による短期利用の継続が困難になったことです。他にも、

す。二点目は短期入所で長期的な利用をされていた利用者がグループホームへの移行

　ならず地域移行が進むよう調整が必要となります。

　　児童相談所からの通知にもあるように、１８歳を迎えた児童については地域移行

　が可能となりました。改めて高校生になった段階で早期の地域移行の支援が求めら

　れます。引き続き、関係者と連携して加齢児とならずに地域移行が進められるよう

績が減ったことへ影響していくと考えれます。

　今後も横三地区を中心に受け入れ体制の充実に勤め、横須賀・三浦圏域の在宅支援
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となりました。

　インシデントの内訳は、負傷・負傷に至る可能性についてが３１３件で、全体の

３９．７％、誤与薬・誤与薬に至る可能性についてが７１件で全体の９％と、この

２項目における割合が全体の４８．７％と半数近くを占める結果となっています。

　今年度のインシデント報告の特徴として、誤飲・誤嚥に至る可能性の報告が１０

　リスクマネジメントについては、リスクマネジメント委員会を中心にインシデン

ト報告書、事故報告書を活用することで事故防止に努めています。今年度は７８７

件のインシデント報告書が提出されました。昨年度の８０５件に比べ１８件の減少

でいます。コロナ感染拡大で延期になっていた、てんかん発作研修も１２月に行

いました。また、３月には歯科衛生士による摂食嚥下研修を行いました。

　ワクチン接種については、園での接種を希望される利用者と職員に、９月に４

回目、２月に５回目接種が終了しました。接種された中の一部には発熱や倦怠感

　今年度の事故件数については３４件と前年より２３件減少しました。事故の内訳

については、件数の多い上位２項目の負傷・骨折が１６件で全体の半数近くを占め、

誤与薬等の薬関連の事故が９件となっています。

　近年、誤与薬等薬関連についての報告が増えていたことに対して周知や啓発に

各セクションで取り組んだことが活かされ、前年度の２４件から９件に減らすこ

とに繋がりました。

　引き続き、委員会としても徹底した分析を行い、事故の再発防止に努めていき

ます。

は見られましたが強い副反応にはならず大事には至りませんでした。

対してＰＣＲ検査を実施する等の感染症対応の徹底により、早期に陽性者を確認

　労働災害については、６件発生しており、うち４件は利用者が不調になった際の

の安全に対する意識の向上を図るための話し合いを行っていきます。

対応や介助の際の負傷となっています。

　今後も労災の原因を検証することで、事故ゼロを目指し、職場環境の改善と職員

摂食嚥下についての対策が必要と読み取れる結果となっています。

　保健・食生活委員会は、毎月第３水曜日に開催しています。

　保健部会では、昨年コロナで開催出来なかった研修を実施できるよう取り組ん

　コロナ感染症対策として、消毒の徹底や換気と共に１日３回の検温や職員の出

勤前検温、抗原検査キッドでの陰性確認など感染症対策を徹底しました。

　陽性者が発生したセクションにおいてはＮ９５マスクやガウンの着用、消毒の

徹底と共に、湘南病院の協力により、濃厚接触者や感染症疑いの利用者・職員に

し、感染対応することでクラスターを終息することが出来ました。

７件と報告数が増えている事です。高齢化等に伴う身体機能の低下が引き起こす、

ウ　保健・食生活委員会

イ　リスクマネジメント委員会
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　園内実践報告会を３月に開催、例年２から３件の実践報告を実施していましたが、

等について検証しました。また、利用者の嗜好を踏まえて、行事食、誕生日リク

エストメニュー選択食等を盛り込んだメニューを取り入れ提供しています。

　また、栄養状態の指標である血清アルブミン値が低下しないよう、食事提供時

の主食にビタミン鉄分強化米を入れたり、副食にタンパク質を多く含むヨーグル

ト・牛乳などを取り入れ、アルブミン値の維持に努めました。

しました。インフルエンザ予防摂取は１１月と１２月の２回接種を行いました。

　利用者の定期健診については、１１月に眼科検診、１２月に耳鼻科検診を実施

　食生活部会では、利用者に安心安全な食事提供ができるよう、調理職員や管理

栄養士に加え給食委託業者の管理者にも食生活部会に参加してもらい、食事内容

催し、以降は２か月に１回、主に書面による情報共有を行いました。

構造化」と「問題行動の捉え方・支援方法」をテーマに２日間開催しました。また、

１月には「自閉傾向にある児童への適切な支援と教育・福祉の連携」をテーマに開

催しました。感染症対策のため、外部参加者を対象にZOOMを使用してオンラインで

実施しています。

エ　喀痰吸引等安全対策委員会

　成人寮では年々高齢化が進んでおり、これに伴う身体機能の低下が見られ、食事

の誤嚥による肺炎や転倒等による怪我などのリスクが年々高まっている状況です。

　医療的ケアが必要な利用者の増加が予想される中、医療的ケアが必要になった方

への対応については、平成３０年度に生活支援部長、歯科医師、看護課長、歯科衛

生士、看護師、当該課寮長、管理栄養士、理学療法士等で構成される「医療的ケア

検討チーム」を設置して、胃瘻を造設した（医療的ケアが必要な）利用者の退院後

の当園での受け入れについて検討を始めました。検討の結果、胃瘻を造設した利用

者１名の受入れを試行的に行うことになり、平成３０年１２月に胃瘻を造設した利

用者を園で受け入れています。その後、喀痰吸引第３号研修（特定利用者のみ）の

資格取得を含めた体制が整ったことを受けて、令和元年度からは検討の場は「喀痰

吸引等安全委員会」に引き継がれています。　　

　また、新たに医療的ケアが必要になった利用者への対応については「喀痰吸引等

拡大安全委員会」で検討していくことになっています。

　今後、高齢寮の利用者が喀痰吸引の必要性が高まることを踏まえて、当該寮支援

員に限らず喀痰吸引第３号研修の資格取得を目指していきます。

職員を含む地域の福祉関係者を対象とした公開講座を６月に「自閉症の障害特性と

オ　研修・広報委員会

　研修・広報委員会は、新型コロナウィルス感染症の感染対策により、５月のみ開

　研修については、強度行動障害対策事業の一環として支援力向上を目指し、当園
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２月に横須賀市南消防署職員の方を講師として招き、防災機器の操作方法の説明会

と煙体験訓練研修を実演をする等の計画を立てましたが、コロナ禍の影響から研修

を中止しました。

います。

影響で訓練の参加を見送る寮も有りました。

今年度は業務負担軽減を目標に実践報告１件と、「１年間の取り組み」と題して、

写真を交えて各セクションの発表を行うことで、ご家族やオンブズパーソンから評

価を得ている実践報告を残しつつ業務の改善に努めました。

　令和４年度新規採用職員研修の１日目を３月１４日に行い、２日目は法人内異動

職員も含め４月１日に開催し、７月には、新採職員と法人内異動職員向けに与薬動

作と虐待防止研修を実施しました。１０月に派遣職員向けの研修（接遇DVDの視聴）

と前年度芹が谷やまゆりに他施設派遣された職員による伝達研修を実施しました。

法人理事長より４月・９月・１２月の計３回の職員研修がありました。

　長沢学園時代から続いている当園の広報誌「広報しら鳥」を、今年度は年２回

（４５５号は５月２０日、４５６号は１２月１６日に）発行しました。業務軽減の

ため今年より、年４回から年２回の発行としています。

キ　人権委員会

　内容としては火災や地震（津波）、土砂災害を想定し平日、休日の日中を想定し

た訓練を実施しました。訓練終了後の振り返りは、コロナウイルスの感染予防の為、

書面でアンケートを実施し、そこで挙げられた課題を毎月開催している防災・環境

  月に１回避難訓練を計画、実施しており、１１回の避難訓練を実施しました。１

回は８月に園で発生したクラスターにより中止しています。その他の月も寮閉鎖の

整備倉庫内の整理整頓、防災・環境委員で使用する備品や機材の保守点検を行って

カ　防災・環境委員会

思決定支援をとり入れ、あらたに「はぴねすステップ」と銘打ち、利用者一人ひと

すステップ）は今年度より個別支援計画のモニタリング月に、寮が主体となって実

施しましたが、全体への周知がうまくできなかったことや、コロナ感染症等で聞き

　また、「身体拘束」については、人権委員会と虐待防止委員会で連携し、「身体

拘束」や「不適切な支援」に対する職員の意識を高めるように取り組んでいます。

取りが進まなかったことが課題で、今後の取り組み方法について再検討します。

　例年ご家族に対して行っていた利用者満足度調査については、令和３年度より意

りに対して実施し、人権委員会で取りまとめています。利用者満足度調査（はぴね

　環境整備は原則毎月実施しています。年間計画の中で園全体の環境整備を進めて

います。その活動内容として園内外の植木の剪定、芝刈り、除草作業、防災、環境

　人権委員会は、隔月を原則として開催していますが、必要に応じて随時開催して

います。

-  10  -



ク　虐待防止委員会

から不適切支援につながる恐れのある支援について検討をしました。

たケースについて情報共有しました。

　１０月に職員より不適切な身体拘束の報告が２件ありました。事実確認を行い、

県の障害サービス課、対象となる利用者の支給決定自治体に通報しまし、法人の虐

ードバック研修を実施しています。また、３月に令和５年度新採職員にむけて、あ

　日中活動連絡調整会議は、利用者の生活の充実に向け、安心安全と個々のニーズ

に応じた日中活動の円滑な運営を目的とし、活動支援班職員と各寮の日中活動専任

職員が情報共有と支援の検討・調整をする場として、毎月最終火曜日に開催してい

動プログラムの検討を行いました。各グループの活動状況の報告では、特に良い支

援（上手くいった支援）や利用者のストレングスについての報告も行うようにし、

利用者へのより良い支援や職員のモチベーションアップに繋げています。また、イ

ンシデントについても報告し、日中活動担当職員と寮職員とで情報共有をし、より

安全な日中活動を提供できるよう検証しています。「気づき」の共有をすることで、

事故を未然に防ぐことができるということを再確認し、積極的に提出するよう会議

の場でも働きかけていきます。

　今年度の日中活動は、昨年度よりグループを一つ減らし、利用者の特性に応じ６

グループに分かれて活動しました。また、昨年度に引き続き新型コロナウィルス

の感染予防の為、８つの寮を二つに分け、４つの寮ごとに隔日での活動を実施しま

した。一方で、障害特性上、生活リズムの変化が苦手で不安や混乱を生じる利用者

に対しては、感染症対策をして毎日活動を提供しました。

ます。

　会議では、各グループの活動状況や利用者の変化等を共有し、運営上の課題や活

いて」管理課職員を含めた全職員に回覧し、各セクションで意見交換を行い、フィ

研修を実施しました。

身体拘束ゼロに向けた取り組みとして身体拘束に寄らない支援や、虐待防止の観点

　また、感染症（新型コロナ・インフルエンザ）拡大防止の観点から、居室施錠し

待防止委員会に報告しました。支給決定自治体によるヒアリングの結果、２件とも

虐待認定はされませんでしたが、これまでの支援を振り返り、これからのよりよい

支援に向けて、神奈川県障害サービス課、各ケースの支給決定自治体のケースワー

カー、相談支援専門員等の関係者とケース会議を実施しました。

　虐待防止に関する研修については、人権に関する資料「虐待防止・権利擁護につ

ケ　日中活動連絡調整会議

おぞらプランの説明、当園の身体拘束ゼロに向けての取り組みについて、虐待防止

  また、次年度の日中活動体制について、当日の職員体制によらずに安定して活動

　虐待防止委員会の中に位置づけられた身体拘束判定（適正化）会議を毎月開催し、
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態に応じた食事形態や食事介助方法等を検討、協議することで摂食嚥下障害の早期

　当園利用者の摂食・嚥下状態を継続的かつ多角的に評価し、個別の摂食嚥下の状

よう機能の維持を図り、栄養摂取状況を把握することを目的に活動しました。

　原則週１回、各セクションの食事場面を巡回し、摂食嚥下状態の観察、寮職員か

らの聞き取りや意見交換を行い、それらの情報をもとに毎月１回、歯科医師、歯科

衛生士、管理栄養士、理学療法士、支援員等らで構成される「摂食嚥下チーム会議」

を開催し、対象者のモニタリングやチーム活動及び連携等に関して必要な協議を行

っています。

　ボランティアの皆様には、利用者の余暇活動、縫製、作品作り、洗濯物たたみ等

シ　摂食嚥下チーム会議

とりシステム（ファイルメーカー）脱却に向けての準備を行っています。

　しらとりシステムは園全体の情報共有に於いて、中心となるシステムであります

が、メンテナンスをするには高度な専門性が必要な上、対応できる職員が退職して

おり、書式や仕組みの修正が難しい上に、専用ソフトの更新にもコストがかかるシ

ステムとなっています。その為、システムを代替えする方法をについて、現行の記

録・請求システムミス・ヘルパーの運用で契約しているMIRAIZ株式会社と一部機能

をミス・ヘルパーで代用すべく、打ち合わせを重ねています。システムの見直しと

共に業務内容も見直し、効率化を図ることにもつなげたい為、システムプロジェク

トメンバーだけでなく、必要に応じて各セクションの担当者と協議・検討を図りな

発見と早期対応を図り、誤嚥性肺炎等を予防するとともに「口から食べ続けられる」

のお手伝いを園内で感染症が発生した場合は中止または縮小するなどの感染症対策

ィアセンターの活動休止等に伴い、一部の活動は再開していない状況です

がら進めています。

を提供できるよう、グループ数を今年度より一つ減らす等、会議内で検討し調整を

しました。

コ　システムプロジェクトグループ

　システムプロジェクトでは、現在、委員長を中心としたメンバー数名にて、しら

ランティアの皆様にアンケートでご意見をいただきました。現在も北下浦ボランテ

をとりながら、ボランティア活動していただきました。

　例年行っていたボランティア懇談会は感染症対策のため行いませんでしたが、ボ

サ　ボランティア担当者会
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　隔月で開催されていた家族会は新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、令和２年

４月より中止しています。園からの報告や情報発信、ご家族の要望等については毎

月開催されている三役会の場で共有され検討しています。更に園だよりや寮通信等

看護師で意見交換等を行い、意思疎通を図るようにしています。

　食事は、毎月、季節に合わせた行事食や選択食、お誕生日リクエストメニュー、

ています。

ア　食事について

月に実施している誕生日リクエストメニューのアンケート結果を反映させています。

１９日前後には「食育の日」献立を実施しています。献立を作成する際は、毎年５

エ　家族との連携について

　日頃から利用者本人とご家族の意向を汲み取りながら、個別支援計画を進めてい

ます。併せてサービスや居住の場の選択等については意思決定支援のプロセスに沿

って、サービス管理責任者と相談支援専門員、他関係職員が連携を図り支援を行っ

　また、法人内各施設における食事の質向上を図るため、各施設の栄養士間で情報

共有や意見交換を行っていますが、今年度は感染対策の為書面開催となっています。

寮職員と給食担当（施設の管理栄養士と給食委託業者の支店長や現場マネージャー）

の個人対応もできる限り行っています。

を保護する対応をとることになっていましたが、短期入所終了時に職員が対応を忘

　食事形態は、主食が４種（米飯・粥・粒粥ゼリー・粥ゼリー）、副食が７種（普

通・一口大・きざみ・超きざみ・超きざみソフト・ミキサー・ソフト）あり、利用

食（減塩食・低脂肪食）、アレルギー食、さらに利用者の特性に合わせた嗜好等へ

者の個々の摂食嚥下機能に合わせて提供しています。また、医師の指示による療養

　当園の成人寮を短期利用されている利用者のご家族から、短期利用終了後に受け

た連絡です。当該利用者は自傷による傷の悪化を軽減する目的でパットを当てて傷

(4)　利用者支援について

　その他、食事にかかわることについては、主に毎月開催している食生活委員会で、

れた為に、帰宅後に傷を確認したご家族が、傷の状態が悪化していることに驚き、

寮での対応を含めた状況を確認してきたものでした。また、病気で傷の治りにくさ

も持ち合わせている為、姿勢保持の為のベルトも求めるといった要望もありました。

傷の状態については短期利用中の状況を報告して謝罪したところ「傷については気

を使っているので、事前に連絡をいただきたかった、苦情ではありません」とのお

話しでした。ベルトの対応については、行動を制限することに繋がる場合は、安易

にできないことをお伝えし、医師も含め、適切な手続きの中で対応を検討していく

必要があることを伝え、その説明に納得され了承いただいています。

ウ　苦情解決について

　苦情について、令和４年度は下半期に１件ありました。（上半期はなし）
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ウ　ラジオ体操

　感染症予防対策を講じて開催されましたが、児童課の子どもたちがコロナに感染

し寮閉鎖となった為、参加できませんでした。

エ　北下浦納涼ふるさとまつり

　９月１８日（日）に３年ぶりに開催される予定でしたが、雨の為中止となりまし

た。

イ　台町内会まつり

　８月６日（土）、７日（日）に当園グラウンドで３年ぶりにお祭りが開催されま

した。櫓を建て盆踊りを行い、飲み物の提供と、くじ引き等の屋台規模で、開催時

間も短縮した中での開催でとなりました。地域の方々は参加されていましたが、当

園は感染拡大傾向にあり、利用者は参加できませんでした。

されているご家族との連携と情報共有を図るように努めています。

そう」というテーマで話合いを開催し、規模を縮小し１０月に開催された、しらと

の書面を活用し情報発信を行うことで、感染症拡大防止のために面会や外泊を自粛

ア  成年後見人の状況について

　生活課の利用者については、今年度、７４人中７０人（９５％）が成年後見人制

度による選任を完了しています。

　成年後見人の内訳は、７０人中４４人（６２％）が親族です。親族ではなく、社

会福祉士や司法書士、行政書士、弁護士などの第三者後見を選任している利用者は

れ、しらとり園も地域の他の事業所と共に参加し、ご家族のお手伝いもいただきな

がら販売活動を行い、地域との交流を図りました。

だき、居住スペースでの感染症対応やプライバシーに配慮された生活の様子も見て

いただきました。

(6)　地域との交流について

ア　横須賀市ふれあいフェスティバル

　６月５日（日）に横須賀市立総合福祉会館にてふれあいフェスティバルが開催さ

り、９月から活動を行い、感染症対策としてZOOMを活用し「オンブズパーソンと話

いる方は６名（８％）です。

　今年度は１名体制で活動を行いましたが、新型コロナウイルス感染症の流行もあ

イ　オンブズパーソン活動について

(5)　人権擁護に対する取り組みについて

２０人（２８％）です。また、親族が高齢等の理由により、第三者後見と併用して

　また、年度末の３月には家族会役員とも意見交換の場をつくりました。

り祭では利用者が楽しむ姿を直接見ていただきました。３月には男性寮を見学いた
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ーを設置し、各寮に携帯型通報装置（ココセコム）を配備し、職員は夜勤時に携行

す。

　また、暴力的な侵入者があった場合に対応するため、各セクションに防犯スプレ

しています。

型コロナウイルス感染に配慮し、販売スペースの縮小と販売時間を短縮しての開催				

となり、しらとり園は８日（火）に販売ブーズを構えました。	

たが、大きなトラブルはありませんでした。

　現在、当施設は防犯カメラによる２４時間の監視およびセコム株式会社と連携す

るレーザーセンサーによる夜間監視を行っています。防犯カメラの補完設備として

非常階段等にセンサーライトを設置して、夜間の外部侵入者への対応を図っていま

　園内に設置している防犯カメラついては月に一度、カメラレンズの掃除、カメラ

の定点位置の微調整、防犯カメラと監視画面機材の時差調整のメンテナンスも行っ

ています。

高い研修となるよう、従来の集合・対面形式での開催も検討していきます。

オ　ふれあい作品展

　１１月８日（火）から１０日（木）まで、コースカベイサイドストアーズにて新																																				

カ　ふれあい広場

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い開催できませんでした。

０グループ）の定員で、３回開催しました。

日～２日に開催し、合計１８３名が受講修了しました。今年度はオンラインでの開

催が２年目であることから、１グループの受講者も５名から６名に増やし、記録係

も兼ねて配置していたサブファシリテーターも全てのグループに配置しませんでし

　神奈川県より強度行動障害支援者養成研修事業者として指定を受けて、社会福祉

法人清和会強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）を実施しました。

　４月の園内プロジェクト会議にて、コロナウイルス感染症予防対策により、昨年

　今期も新型コロナ感染対策の為、複数回の防犯訓練は行えませんでしたが、リス

クマネージメント委員会の主催する所在不明者訓練（本部立ち上げ訓練）にて防犯

　第１回を１１月８日～９日、第２回を１１月２９日～３０日、第３回を１２月１

(７)　その他 

度に続きオンラインで開催することを決定し、１回の受講人数は６０名（６人×１

ア  強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）の県の委託による実施

イ　防犯対策について

キ　NTTふれあいコンサート

　新型コロナウイルス感染症拡大に伴い開催できませんでした。

　昨年度に引き続きオンラインでの開催となり、一定の学習効果は挙げられたと考

えますが、新型コロナウイルス感染症の類型の見直しにともない、より学習効果の
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れました。このことに対応して、職務の内容、勤務表の変更等の検討を行い、夜勤

カメラの録画確認の方法を学ぶ講習会を実施しました。今後は防犯マニュアルの更

専従非常勤職員の募集を行い、３人夜勤体制を実施しています。

ながることが効果として期待できます。

エ　「ニコリほっと」「ぺこり・グット」の取り組みについて

　利用者の強みや良いところ等のストレングスに着目した記録を、全園で共有する

「ニコリ・ほっと」の取り組みと併せて、職員同士の感謝や敬意をセクション会議

制の強化のため、２ヶ所の寮に３人の夜勤職員を配置するよう指定管理費が増額さ

なる周知と共に実演を踏まえた防犯訓練の実施を検討して行きます。

等で伝え合う「ぺこり・グッド」の取り組みを行っています。各セクションで取り

まとめたものは、全園で共有され、言葉や記録で伝えあうことで、明るい職場につ

　津久井やまゆり園の事件後、２８年度末から県の方針として、夜間の安全管理体

ウ　２寮３人夜勤の実施について
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計
実人数 5 2 1 3 2 2 15 0 0 5 0 0 5 20

延べ日数 118 9 2 40 24 9 202 0 0 24 0 0 24 226

女
実人数 3 0 0 2 0 0 5 0 0 2 0 0 2 7

延べ日数 104 0 0 22 0 0 126 0 0 9 0 0 9 135

男
実人数 2 2 1 1 2 2 10 0 0 3 0 0 3 13

延べ日数 14 9 2 18 24 9 76 0 0 15 0 0 15 91

　　　児相

性別

県域 政令・中核・その他
計

中央 平塚 鎌倉三浦小田原 厚木 大和綾瀬 小計 横浜 川﨑 横須賀相模原 県外 小計

計 1 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 2 4

(一時保護) (単位：人)

男 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 2

女 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2

　　　児相

性別

県域 政令・中核・その他
計

中央 平塚 鎌倉三浦小田原 厚木 大和綾瀬 小計 横浜 川﨑 横須賀相模原 県外 小計

計 5 1 2 3 1 1 13 0 0 0 0 0 0 13

(退所) (単位：人)

男 4 1 1 1 0 1 8 0 0 0 0 0 0 8

女 1 0 1 2 1 0 5 0 0 0 0 0 0 5

(2) 入退所の状況

ア　児童

(入所) (単位：人)
　　　児相

性別

県域 政令・中核・その他
計

中央 平塚 鎌倉三浦小田原 厚木 大和綾瀬 小計 横浜 川﨑 横須賀相模原 県外 小計

退所 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0

月末在籍 78 77 77 76 75 75 75 75 75 75 74 74

１月 ２月 ３月

初日在籍 78 78 77 77 76 75 75 75 75 75 75 74

入所 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

入所 3 0 0 4 1 1 0 0 0 2 0 0

ア　児童(36名定員） 　　　　　(単位：人)

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月

退所 0 0 0 1 1 0 0 2 0

初日在籍 22 25 25 25 28 28 29 29 27 29 29 31

１　利用者の状況

(1)　月別入退所状況

Ⅱ　利用者の状況

0 0 0

月末在籍 25 25 25 28 28 29 29 27 27 29 29 31

イ　成人(88名定員） (単位：人)

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月
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(知的障害者援護措置）

その他 2 5 1 6 0

計 4 1 4 2 8 1 4 1 1 2 13 0

グループ
ホーム

0 0

病院 1 0 0

入所施設 1 1 1 3 1 1 0

ケアホーム 0 0

在宅
(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)

0 0

通所施設 0 0

在宅
(作業所)

1 2 0 0

在宅
(就労)

0 0

在宅
(学齢)

3 2 1 1 6 0

在宅
(無職)

1 1 0 0

(3)　年度別経路別入退所の状況

ア　入所 (単位：人)

経路

29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度
児童 成人 児童 成人 児童 成人 児童 成人 児童 成人 児童 成人

計
実人員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

延べ日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

女
実人員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

延べ日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

男
実人員 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

延べ日数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

　　　　　　(単位：人)

児相 県域 政令・中核・その他
計

性別 中央 鎌三 小田原 平塚 厚木 大和・綾瀬 小計 横浜 川崎 横須賀 相模原 県外 小計

女 3 0 0 0 0 0 0 0 3

計 4 0 0 0 0 0 0 0 4

(退所) (単位：人)
行政機関

横須賀市 鎌倉市 逗子市 三浦市 葉山町
その他

県所管域
政令市 その他 計

性別

男 1 0 0 0 0 0 0 0 1

女 0 0 0 0 0 0 0 0 0

計 0 0 0 0 0 0 0 0 0

イ　生活課

(入所) (単位：人)

行政機関
横須賀市 鎌倉市 逗子市 三浦市 葉山町

その他
県所管域

政令市 その他 計
性別

男 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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計 7 5 2 3 4 0 1 22 3 5 44 0 0 52 74

内訳
男 3 2 2 1 1 0 1 10 1 3 28 0 0 32 42

女 4 3 0 2 3 0 0 12 2 2 16 0 0 20 32

イ　市町村別入所状況（成人） (単位：人)

県域 政令・中核・その他

合
計

三
浦
市

逗
子
市

葉
山
町

藤
沢
市

鎌
倉
市

海
老
名
市

湯
河
原
町

小
計

横
浜
市

川
崎
市

横
須
賀
市

相
模
原
市

県
外

小
計

5 31計 1 2 1 6 1 3 3 3 2 4 26 1 0 4 0 0

16

女 0 2 0 1 0 1 1 2 1 2 10 1 0 4 0 0 5 15

川
崎
市

横
須
賀
市

相
模
原
市

県
外

小
計

内訳
男 1 0 1 5 1 2 2 1 1 2 16 0 0 0 0 0 0

計 0 9 7 5 3 1 2 2 11 5 4 4

(4)　市町村別入所者の状況

ア　市町村別入所状況（児童） 　　　　　　　　　(単位：人)

県域 政令・中核・その他

合
計

三
浦
市

鎌
倉
市

平
塚
市

藤
沢
市

伊
勢
原
市

茅
ヶ

崎
市

座
間
市

小
田
原
市

海
老
名
市

そ
の
他

小
計

横
浜
市

病院 0 0

死亡
その他

1 3 2 4 1 1

グループ
ホーム

3 1 1 7 3 2

老人ホーム 2 1 0 1

入所施設 8 2 2 2 2 0 0

ケアホーム 0 0

在宅
(ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ)

0 0

通所施設 0 0

在宅
(作業所)

2 2 0 0

在宅
(就労)

0 0

在宅
(学齢)

1 0 0

在宅
(無職)

0 0

イ　退所 (単位：人)

経路

29年度 30年度 元年度 2年度 3年度 4年度
児童 成人 児童 成人 児童 成人 児童 成人 児童 成人 児童 成人
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最年少 25歳3か月 31歳8か月

最高齢 72歳10か月 77歳7か月

計 0 2 11 14 28 14 5 74

男 女 全体

平均年齢 52歳0か月 51歳6か月 51歳9か月

男 0 2 5 7 16 8 4 42

女 0 0 6 7 12 6 1 32

平均年齢 14歳8か月 14歳7か月 14歳7か月

最年少 8歳6か月 8歳7か月

最高齢 17歳9か月 18歳7か月

イ　生活課 (単位：人)

　　　年齢
性別 ～１９ ２０～２９ ３０～３９ ４０～４９ ５０～５９ ６０～６４ ６５～ 計

計 0 0 2 1 1 2 0 2 7 5 5 5 1 0 31

男 女 全体

男 0 0 1 1 0 1 0 2 2 2 3 4 0 0 16

女 0 0 1 0 1 1 0 0 5 3 2 1 1 0 15

ア　児童課 (単位：人)
　　　　年
齢
性別

～6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19以上 計

計 18 3 0 0 1 22 3 5 44 0 0 52 74

２　入所者の年齢別・性別等の契約状況

(1)　年齢別・性別の状況

内
訳

男 8 1 0 0 1 10 1 3 28 0 0 32 42

女 10 2 0 0 0 12 2 2 16 0 0 20 32

イ　圏域別状況（成人） (単位：人)

　　

障害保健福祉圏域別 政令・中核・その他

合
計

横
須
賀
三
浦

湘
南
東

湘
南
西

県
央

県
西

小
計

横
浜
市

川
崎
市

横
須
賀
市

相
模
原
市

県
外

小
計

計 12 3 4 3 2 3 27 0 0 4 0 0 4 31

小
計

内
訳

男 9 2 1 1 0 3 16 0 0 0 0 0 0 16

女 3 1 3 2 2 0 11 0 0 4 0 0 4 15

(5)　児童相談所（圏域）別入所者の状況

ア　児童相談所別状況（児童） (単位：人)

児童相談所別 政令・中核・その他

合
計中

央
平
塚

鎌
倉
三
浦

小
田
原

厚
木

大
和
綾
瀬

小
計

横
浜
市

川
崎
市

横
須
賀
市

相
模
原
市

県
外
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ア　児童課

イ　生活課

ア　児童課

イ　生活課

計 86 8 3 5 1 1 1 105

男 45 4 2 2 1 1 1 56
女 41 4 1 3 0 0 0 49

計 12 1 2 0 2 0 0 17

(イ) 成人 (単位：人)
　
性別 横須賀市 鎌倉市 逗子市 三浦市 葉山町 藤沢市 その他 計

男 6 1 1 0 2 0 0 10
女 6 0 1 0 0 0 0 7

計 66 8 0 0 0 0 74 5.89

Ⅲ　利用者の支援
１　地域サービス事業の状況

(1)  短期入所

ア 契約者数

(ア)  児童 (単位：人)
　
性別 横須賀市 鎌倉市 逗子市 三浦市 葉山町 藤沢市 その他 計

男 36 6 0 0 0 0 42 5.86
女 30 2 0 0 0 0 32 5.94

計 1 0 0 0 0 0 1 6.00
※　措置児童で認定区分審査を受けていない児童を除く

(単位：人)
障害区分

6 5 4 3 2 1 計
平均障害
支援区分性別

男 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
女 1 0 0 0 0 0 1 6.00

計 0 1 3 8 2 60 74 23年6か月

(3)  障害支援区分の状況

(単位：人)
障害区分

6 5 4 3 2 1 計
平均障害
支援区分性別

男 0 0 1 5 2 34 42 23年0か月
女 0 1 2 3 0 26 32 24年1か月

計 13 1 11 6 0 0 31 4年0か月

(単位：人)

　　　期間
性別 ～０ １～２ ２～４ ４～９ １０～１４ １５～ 計

平均在
所期間

男 8 1 4 3 0 0 16 4年6か月
女 5 0 7 3 0 0 15 3年6か月

(2)  在所期間の状況

(単位：人)

　　　期間
性別 ～０ １～２ ２～４ ４～９ １０～１４ １５～ 計

平均在
所期間
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( )は、自立訓練(生活訓練)で外数

98 37 126 124 137 132 112 117 133 1405
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

計
実人員

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 96
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

延日数
97 135 157

38 13 38 44 55 48 38 36 47 494
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

女
実人員

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 36
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

延日数
33 48 56

60 24 88 80 82 84 74 81 86 911
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

男
実人員

5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 60
(0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0) (0)

延日数
64 87 101

計 8 0 0 0 0 0 0 8

( )は、自立訓練(生活訓練)で外数

イ　利用実績 (単位：人)
４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 計

男 5 0 0 0 0 0 0 5
女 3 0 0 0 0 0 0 3

ア　契約者数の状況 (単位：人)
　 横須賀市 鎌倉市 逗子市 三浦市 葉山町 藤沢市 その他 計

計

実人員 45 54 59 50 14

延件数 63 84 93 72 14 61 66 75 78

269 219 65 190 209 215 221 189 199 190 2426延日数 208 252

＊児童課利用を含む

(2)  通所(自立訓練(生活訓練)を含む）の状況

　8名の利用者が、月曜日から金曜日までの毎日、家族やヘルパーの送迎で通所しています。

407

延日数 116 147 152 127 51 99 116 125 126 102 113 123 1397

62 75 68 811

54941 46 50 51 48 49 42

117 92 14 91 93 90 95 87 86 67

26 29 38 39 30 36 39

1029

女

実人員 22 26 26 24 9 16 18 23 23 22 21 22 252

延件数 35 43 46 37 9

男

実人員 23 28 33 26 5 25 28 27 28 26 28 20 297

延件数 28 41 47 35 5 35 37 37 39 32 39 29 404

延日数 92 105

15 8 0 9 9 13 11 4 17 26 125
＊生活課利用を含む

(イ)  成人 (単位：人)

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 計

計

実人員 1 3 2 5 6 41

延件数 1 4 6 3 0 3 3 5 4 2 6 9 46

延日数 2 11

1 1 2 2 1 3 3 19

延日数 2 3 7 2 0 3 2 5 5 2 7 10 48

6 3 0 3 3 5 4

8 6 0 6 7 8 6 2 10 16 77

女

実人員 1 1 3 1 0 1 1 2 2 1 3 2 18

延件数 1 1 3 1 0

男

実人員 0 2 3 2 0 2 2 3 2 1 2 4 23

延件数 0 3 3 2 0 2 2 3 2 1 3 6 27

延日数 0 8

イ  短期入所の状況

(ア)  児童 (単位：人)

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 計
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＊児童課利用を含む

計
実人員 20 31 25 24 7 22 24 25 28 23 27 25 281

件数 46 75 68 55 8 50 56 60 69 47 58 59 651

女
実人員 12 17 15 15 3 14 14 13 15 12 13 13 156

件数 25 40 36 28 4 28 25 33 33 20 23 32 327

男
実人員 8 14 10 9 4 8 10 12 13 11 14 12 125

件数 21 35 32 27 4 22 31 27 36 27 35 27 324

＊生活課利用を含む

イ　成人 (単位：人)

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 計

計
実人員 3 4 7 7 1 7 8 6 7 5 6 6 67

件数 5 15 16 18 1 15 15 11 12 7 11 10 136

女
実人員 2 2 2 2 1 2 3 2 2 3 2 3 26

件数 3 3 3 3 1 4 5 4 3 5 4 5 43

男
実人員 1 2 5 5 0 5 5 4 5 2 4 3 41

件数 2 12 13 15 0 11 10 7 9 2 7 5 93

(3)  日中一時支援事業の状況

ア  児童 (単位：人)

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 計

＊児童課利用を含む

-  23  -



（ア）利用者の概況
　１寮は小学生３名、中学生６名、高校生７名、計１６名の児童が在籍しています。
（イ）主な取り組み
　[地域生活移行]
　意思決定支援の考え方に基づき、可能な限り自分のことを自分で決められるように情報提供
しながら、実際の経験を積むために、グループホーム等の地域の社会資源の見学を行いまし
た。
　[在宅支援]
　地域で生活する児童を支えるため、日中一時や短期入所、さらに、虐待通告などで児童相談
所に保護された被虐待児童についても、緊急一時保護として受け入れを行いました。
　[チーム支援]
　１寮では、より多角的な働きかけや、一人で抱え込まないチーム支援を進めています。月２
回実施している寮会議の他、チームで行うミニカンファレンスも適宜開催し、日々変化してい
く児童の状態を共有することや、支援員が課題に直面した際にチームで解決できるようにして
います。さらに、専門職や医療等とも連携し、多様なニーズを持つ利用者への個別支援を展開
しています。
　[児童課行事・余暇活動]
　毎年恒例となっていた、クリスマス会などの行事については、新型コロナウイルイスの感染
対策を講じながら規模を一部縮小して開催いたしました。また、近年様々な行事を自粛せざる
を得ない状況を受け、ディズニーランドへの外出を小集団に分けるなどの感染対策を講じなが
ら実施しました。一方、愛着の形成に課題を抱える子どもたちに対して、より個別的な時間を
設けられる外出などを設定し愛着の形成や心の安定を図ることにも引き続き取り組んでいま
す。
（ウ）課　題
　高校生の進路について、将来の生活を具体的にイメージできるように、可能な限り早い段階
で地元地域の社会資源の見学や体験利用を行い、高校卒業後には安心して地域での生活が実現

（ア）利用者の概況
　２寮は、１２月に小学生２名、３月に中学生１名が新規入所し、小学２年生から高校３年生
までの１６名の児童が通学しています。中・軽度の知的障害、被虐待児、自閉傾向の方、行動
障害のある方など障害の状況や年齢の幅も広いことから、個々の特性に応じたプログラムを実
施しています。
　１１月には、１７歳の利用者が逝去されました。
（イ）主な取り組み
　[地域生活移行]
　高校３年生１名については、施設見学や短期利用を数回実施しましたが、学校卒業までに地
域移行はで　きませんでした。今後も本人の意思、ご家族の意向を確認し、関係者間で情報共
有しながら地域生活移行を進めいきます。また、高校入学時より将来の生活イメージを持って
もらうため、本人のペースに合わせながら早期に見学や体験等を実施し、自立した生活をイ
メージしていきます。
　[専門的支援]
　在籍する利用者の中に性虐待を受けた利用者もいることから小学・中学・高等部対象に性教
育を学んでいます。
　行動障害児に対しては、専門職や医療と連携を図りながら支援しています。
　また、被虐待児に対して心理職によるＳＳＴを取り入れ、寮職員と連携しながら支援してい
ます。
　[児童課行事・余暇活動]
　新型コロナウイルス感染に伴い、十分な余暇活動ができませんでした。日課プログラムの変
更を余儀なくされ、利用者もストレスを感じていた様子ですが、個別余暇を多く取り入れるこ
とで担当職員と一緒に余暇を楽しむことができました。３月に２回に分け、ディズニー外出を
実施しました。「利用者満足度調査（はぴねす・ステップ）」では、「担当との個別余暇」を
楽しみにしている利用者が多く、引き続き、感染状況に配慮しながら個別余暇のプログラムを
設定していきます。
（ウ）課　題
　引き続き、過齢児１名の地域移行をスムーズに行えるように、関係機関と連携を図りながら
地域生活移行を進めていきます。
　発達障害児の対応については心理・医療・児童相談所との連携を図りながら学習会を重ね、

イ  ２寮(児童女子寮)

ア  １寮(児童男子寮)
(1)  児童課の状況

１　施設入所支援の状況
Ⅳ　支援の実施状況
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(2)　生活第１課の状況

ア  ５寮(成人男性寮)

イ　６寮(成人女性寮)

（ア）利用者の概況
　現在ロング短期入所を含め１０名の利用者が生活しています。高齢で機能低下がみられる方
が多く、常に介助を必要とする方が増えています。身体介護が必要な利用者には福祉機器等も
導入しています。本人や家族の意向を確認しながら高齢施設等への移行に繋げられるよう、関
係機関と連携に努めています。
（イ）主な取り組み
　[機能低下への対応]
　日々のバイタル計測、食事量、排泄等も記録し、医療への報告等に繋げています。
　新型コロナウイルス感染予防の為、従来の日中活動が実施出来なかった為、寮職員の対応に
よる園内散策やマッサージ等も取り入れ機能維持に取り組みました。８月と１２月下旬に寮内
でコロナ感染が拡がり、余暇や園内散策ができない期間もありました。
　歯科衛生士の指導の下、口腔マッサージを取り入れ、口が開きやすくなっています。
　エアマットや耐圧分散クッションを使用し、褥瘡予防に努めています。また、利用者の状態
に併せて車椅子の新調や修理も行っています。
　[余暇活動の充実]
　感染対策を行いドライブ外出や寮内でおやつ作り、DVD鑑賞等楽しめる余暇を企画していま
す。月１回程度の出前により、食べたい物を選んでもらいました。
　[家族等への対応]
　ご家族、後見人等へは、毎月写真入りハガキで日々の様子を報告しています。感染予防によ
り、面会が制限されている為、定期的に様子を伝えることに努めました。
　[特養への移行]
　地域移行については、利用者の身体機能の状態、ご家族の意見などを聞き慎重に取り組んで
います。
　２月２８日には１名の方が地域の横須賀老人ホームに移行されました。
（ウ）課　題
　高齢化に伴い心身の機能低下が顕著に見られる方が増えています。診療所や専門職と連携し
ながら、一人ひとりに合った支援、ターミナルケアと地域移行等を多面的に考えていくことが
求められています。

（ア）利用者の概況
　現在５寮では、加齢や疾患等で医療行為が必要な方を中心に１４名の方が生活しています。
　嚥下機能の低下がみられる方が多く、食事は個々に応じた食事形態で提供しています。ま
た、ほとんどの方が介護を必要としています。一方で、自閉的傾向の利用者も在籍しており、
幅広い特性のメンバー構成となっています。
（イ）主な取り組み
　[個別支援の充実]
　日々の支援は、本人主体の考えを尊重して、本人の希望する買い物外出や日帰り外出などを
実施していましたが、今年度も新型コロナ禍に伴い、ドライブ外出と適宜実施した出前の提供
に力を入れました。また、寮内でイベントを企画しコロナ禍でも楽しめるように工夫しまし
た。
　[職員の資質向上]
　寮内ではインシデントの活用に力を入れ、気づきの視点を養い支援に生かしています。
　[健康管理]
　健康管理では全利用者に毎日２回の検温を実施し、体調を崩すことが多い方には検温の回数
を増やすと共にバイタルチェックも行い、体調の変化を早期に気づけるようにしています。ま
た、加齢や疾病、入院等で嚥下機能が低下した利用者に対しては  「摂食嚥下チーム」の一員
として、口腔ケアやリハビリテーション、食事形態の工夫等により、美味しく、そして安心・
安全な食事に繋がるように努めています。徹底した感染症対策により利用者の新型コロナ感染
はゼロでした。
　[安心安全な生活]
　転倒する恐れのある利用者の居室には床や壁に緩衝材で補強などの環境整備を行いました。
また、発作や立ち上がりなどによりベッドから転落する危険性がある利用者には、低床対応の
電動ベッドを有効活用しました。また、一部の４人部屋を３分割し個室にする工事を実施し個
室を３つ増やすことで利用者のプライバシーに配慮しました。
（ウ）課　題
 　診療所と連携しながら感染症対策を万全し、利用者の体調管理に努めていきます。
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（ア）利用者の概況
　現在１６名の利用者が生活しています。自閉的傾向の方も含め、様々な特性を持った利用者
が在籍しており、２７歳から６３歳までと年齢も幅広く、園内を単独で移動することが可能な
方から常に転倒のリスクを抱えている方など身体レベルの差もありニーズも多様化していま
す。
（イ）主な取り組み
　[余暇の充実]
　余暇の充実と外出に力を入れてきましたが、新型コロナウイルスによる外出や日中活動への
参加が充分に行えず、寮内での過ごし方の工夫として、園内散歩や寮内でお菓子作りなどを取
り入れながら、余暇支援の質を落とさない工夫をしました。お菓子作りを通し、利用者の新た
な一面を発見することにも繋がり支援の幅が広がる１年となりました。
　[医療的ケアの試行的取組み]
　病院で胃瘻となり帰寮した方については、体調も良好で、日中活動も再開できています。大
きく体調を崩すことなく、体重も安定し日中活動への参加も増えてきている状況です。今後も
診療所と連携して体調の管理と体調変化時の早期対応をしていきます。
　[チーム支援]
　長年培ってきたチーム支援を基盤として、利用者個々の希望を踏まえ楽しみを持てる生活が
送れるよう支援しています。また、感染症対策で家族会が開催されていない為、電話等でご家
族の意向等も確認しながら支援に努めています。
（ウ）課　題
　３寮の年齢別割合では２０歳代が１名、３０歳代が１名、４０歳代が３名、５０歳代が５
名、６０歳代が６名の内訳で５０～６０歳代が１１名と在籍者の高齢率は上がっています。そ
れに伴い、内科的な疾患や身体機能の低下により転倒に至るリスクが高まっているため、リス
クの高い方の居室変更や転倒時の怪我の軽減のため居室内の緩衝材設置改修など居室環境の整
備を実施しました。今後も利用者の身体状況を踏まえながら検討を進めていきます。

（ア）利用者の概況
　現在、強度行動障害の対象とされている２名を含む１２名の方が生活しています。年齢層は
２５歳から６２歳の方が在籍され平均年齢は４１.５歳です。行動障害で在宅生活が困難となっ
た１名を、準強度行動障害として受入れ、ご家族や関係機関と連携し地域移行に向けた取組み
を実施しています。
（イ）主な取り組み
　[人権擁護の推進]
　利用者の望みを実現していくために意思決定支援ガイドラインに基づき、個別支援計画書の
作成をしています。人権擁護の推進では、開かれた寮を目指し、積極的にご家族やオンブズ
パーソン等の意見を取り入れています。また、園の基本理念や職員行動指針に基づき、寮独自
に「二つの心得と７つの約束」という人権や意思決定に特化した目標を掲げています。利用者
満足度調査からは今後の支援に繋がるヒントを得ています。
　［地域生活移行］
　地域移行については、今年は２名の対象者にＧＨ移行に向けた見学や面談を行い、内１名が
７月にＧＨの移行しました。
　[生活の質の向上]
　新型コロナウイルスをはじめ、その他の感染症流行の影響で、外泊や個別外出等、余暇活動
全体の実施が難しい状況となり、集団感染等による寮閉鎖もありました。日々感染防止に努め
ながら、家族面会や昼食会、ドライブ外出等を行い、環境面では利用者の怪我防止として緩衝
材の設置や改修等で生活環境向上に努めました。
　[チーム支援の推進]
　個別支援の充実と即応性を高めることを目的に、ケースカンファレンスを即座に行い、文書
での提示にて情報を共有し、日々の支援に反映できるように努めています。
（ウ）課　題
　引き続き障害特性（行動特性）を踏まえたアセスメントに基づき、個別支援の充実を図って
いきます。意思決定支援については利用者本人が自らの意思で選べるような支援に取り組んで
いきます。地域生活移行に向けた関係者によるカンファレンスを継続し、具体的な移行に向け
ての取り組みます。感染症の状況を見極めながら家族や後見人との交流機会の提供に努めま
す。寮玄関の開錠に向けた取り組みも実施し、居室についてはサムターン化が進んでいます。

ア  ３寮(成人男性寮)

(3)  生活第二課の状況

イ　７寮(成人男性寮)
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ウ　４寮(成人女性寮)

エ　８寮(成人女性寮)

（ア）利用者の概況
　　８月 に６０歳の利用者が病気で亡くなりました。
　現在は、１０名の利用者が生活しています。障害状況は、重度の自閉症及び行動障害を呈す
る方が主で、身体的機能低下がみられる利用者が増えています。障害支援区分は８名が区分６
で２名が区分５となっています。
（イ）主な取り組み
　[チーム支援の推進]
　寮では利用者の障害（行動）特性を踏まえながら専門スタッフと連携し、個々に合った支援
に努めています。また複数の職員、専門職からなるチームで実施したカンファレンスをもとに
支援の統一を図ることで、利用者が安心した生活を送れるよう心がけています。
　精神疾患のある方については臨床心理士や日中活動職員と連携し、チームカンファレンスを
繰り返し実施し、本人の強みに着目したストレングスの視点で支援に取り組んでいます。
　[食生活の向上]
　食事面では、嚥下機能が低下してきている利用者が多く見られ、安全に食事ができるよう、
観察と利用者一人一人にあった配慮が重要になっています。摂食嚥下チームと連携し、食事形
態について確認を行い、安全に本人の好む食事を提供できるよう支援をしてきました。工夫し
ながら、楽しみに繋がるように支援しています。
　[地域移行の取り組み]
　コロナ禍で可能な限りで、関係者で集まり情報共有しています。また、移行に向けて本人の
できることを増やしたり、日課の見直しなどにも取り組み、施設見学と体験を行いました。利
用者にあった移行に向けて取り組んでいます。
（ウ）課　題
　引き続き「拘束しない支援」「より良い支援」を寮会議やチームで話し合いながら、本人に
寄り添う支援に努めていきます。また、高齢化に伴い機能が低下する利用者もおり、より良い
居住環境を視野に入れ、寮間移動も検討していく必要があります。コロナ禍の状況の中で、可
能な限り関係者でカンファレンスを開催し、情報共有を図り、本人の気持ちを大切にしながら
地域生活移行を進めていきます。

（ア）利用者の概況
　有期限契約の利用者１名を含め強い拘りなど行動障害を持つ１２名の方が現在生活していま
す。その中で車椅子の利用者が1名、歩行不安定な為に歩行介助が必要な利用者が1名います。
障害支援区分は区分５の方が1名、区分６の方が１１名在籍しています。
（イ）主な取り組み
　[個別支援の充実]
　個々の障害特性を理解し、ご家族や後見人と情報共有を図ります。又、丁寧にご本人の意思
を汲み取り出来るだけ意見を尊重できるよう心がけています。インシデントや事故報告につい
ては、会議等で振り返りを行い、再発防止に努めています。日頃より虐待防止についても寮会
議等で話し合い、職員間で支援で悩んでいること等も含めて情報の共有を図っています。
　[ＱＯＬの向上]
　コロナ感染症の影響で従来の日中活動が再開されず寮内での生活が多くなりました。少しで
も楽しい時間を過ごしていただく為に、感染対策を取りながら園外散策やヴィラで入浴や食
事、ドライブ、喫茶や昼食外出、水族館など提供を行いました。
　また、寮内で出来る余暇としてクリスマス食事会やおやつ作り等企画し、楽しんでもらって
います。
　[地域資源の活用]
　コロナ感染症の影響で、ボランティアによる園内歩行や近隣への外出(散歩）が実施出来ませ
んでしたが、１２名中６名は地域の美容院に行き、美容を実施し地域資源を活用しています。
　[開かれた寮を目指して]
　短期や日中一時の利用者については、安心した利用に繋がるように、相談支援専門員や併用
事業所の職員等、園内外の関係者と支援内容を検討し柔軟に対応するよう努めています。
（ウ）課　題
  転倒による怪我の防止とＱＯＬの向上の観点から、随時職員間で話し合いを行い、寮内環境
や居室環境を整備しています。個別に応じた暮らしについてや将来の移行先については、ご本
人、家族、関係機関等と慎重に検討し取り組んでいきます。
　年齢を重ね体調面の変化も出てきています。診療所に相談し、速やかに医療に繋げていく必
要を感じています。また今まで同様多職種と連携をとりながら、健康で安心した生活が過ごせ
るように努めていきます。
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２　生活介護・自立訓練(生活訓練)(日中一時支援事業利用者を含む)の状況

　三浦しらとり園の日中活動では、利用者が安心して楽しく充実した活動が出来ることを目
的に、月曜日から金曜日の日中に、生産的活動・創作的活動・機能訓練・社会生活訓練等の
活動を実施しました。
　今年度も、新型コロナウィルス感染拡大に配慮し２グループ体制での活動運営を実施しま
した。昨年度の振り返りを通して、よりグループ毎の人数等のバランスを考慮して、グルー
プ編成を変更しています。見通しが持てないことで混乱を生じる等の特性を持つ利用者に関
しては寮と相談したうえで３密・ソーシャルディスタンスに配慮した体制での受け入れを実
施しました。
　また、昨年度に引き続き夏季の日中活動でのプール活動を実施しました。昨年度同様コロ
ナ禍でのプール活動となり感染予防に配慮した中、前年度に比べ参加できる人数や頻度は減
少しましたが、楽しんで参加できました。
　10月よりスマートフォン解体事業委託を受け、試行的に解体事業に参入しました。９名の
利用者に対してアセスメントを実施し、その内６名の利用者に活動の中で解体作業を取り入

(1)  活動内容

　日中活動は各利用者の特性に応じて６つのグループを編成し、午前と午後に分けて実施
しました。
  日中活動の内容は、手工芸・スキルトレーニング・機能訓練・歩行・プール活動・余暇
等が主な内容でした。
　機能訓練に関しては、理学療法士の指導、助言のもと連携して取り組みました。
　また、ボランティアの協力により、陶芸・革工芸・ダンス・フライングディスク活動等
を定期的に行いましたが、ダンスについては講師の都合により休止中となっています。

(2)　支援体制

　日中活動の支援は、地域支援課の活動支援班職員及び地域サービス班職員と各寮からの
協力職員で行っています。寮の協力職員は、原則として生活課各寮１名ずつの専任（午
前・午後）と毎日１名ずつの協力職員（午前）、児童課からは毎日２名ずつの協力職員が
サポートしています。
 また、支援にあたってはボランティアの協力をいただき、作品製作・歩行・余暇活動等の
活動に取り組みました。

(3)　個別支援計画 

　日中活動の支援方針・活動内容等の支援計画は、生活介護及び自立訓練アセスメントに
基づいて、寮担当者と協議の上、利用者個々の支援計画を作成しています。
　個別支援計画の実施状況は、日中活動記録とともに、６ヶ月に１回以上モニタリング及
び見直しを行いました。利用者の活動に関しては、日々細かく寮担当者と情報共有を行っ
て連携し、個別支援計画に反映できるようにしています。

(4)　作業収益金 

　日中活動において、生産的活動及び創作的活動等で製作した作品は、バザー等や園内ロ
ビーで販売しました。作品販売等によって生じた作業収益金は、「作業報奨金」として年
２回、利用者に還元しています。今期は新型コロナウィルスの影響で２グループ体制での
運営となり、従来の活動ができない状況を踏まえ一律の報奨金額にして還元しました。
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３　強度行動障害対策生活支援事業　

(1）事業の内容

身体機能維持のため機能訓練、運動
プログラムが必要な方。気分転換のた
め車椅子での園内散策が必要な方。作
品制作等、手作業に携われる方。

小グループでの１～２kmの園外歩行
に参加できる方。
　リハビリテーション加算の対象者。

・園内散策（車いす）、園内歩行、スト
レッチ、リラクゼーション（スヌーズレ
ン）、陶芸、革工芸、毛糸ほぐし、刺
繍、はがき作り（紙すき）、ステンシル
などの作品制作・教材課題など
・園外歩行（１～２km）
・理学療法士が作成した「機能訓練メ
ニュー票」に沿った活動・園内散策など

フロア２ 6 3 9

環境や予定等の変更が苦手で周囲か
らの刺激に影響を受けやすい方。構造
化され、見通しが持てる環境の中で安
心して　活動に参加できる方。

機能維持のため、運動プログラムが
必要な方。

ワークシステムを活用した教材課題、園
内歩行、室内運動プログラムなど

構造化された環境の中で、教材課題を
中心とした自立的な活動など

園外歩行１

活1

計1

6 2 8
多くの運動量が必要であり、ある程

度活動内容や環境の変化に適応でき、
室内活動にも参加できる方。

・午前：晴天時～園外歩行
・雨天時～体育館歩行、室内活動
・午後：教材課題中心の活動。園内歩
行、エアロバイク等

園外歩行２

活1
専1

計2

6 3 9

運動量を必要とし、２～４㎞の園外
歩行が可能な方。

また、拘り等があるために、ある程
度個別対応が必要な方。室内活動では
構造化・個別化された環境が必要な
方。

・午前：晴天時～園外歩行(歩行距離２
～４㎞)
　※雨天時～体育館歩行、室内活動
・午後：室内活動（教材課題等）、園内
歩行、リラクゼーション（スヌーズレ
ン）、余暇活動（フライングディスク
等）

室内活動１

活1
専1

計2

4 6 10

健康や機能維持のため運動が必要
で、歩行能力はあるが介助も必要であ
る方。また、刺激が少ない環境が必要
な方。

園内歩行、リラクゼーション（スヌー
ズレン）、教材課題など

(5)　グループ編成

(単位：人)

グループ名
職
員

利用者
グループの特徴 活動内容

男 女 計

  神奈川県強度行動障害対策事業要綱に基づき、本事業を実施しています。強度行動障害の
状態にある障害児者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、適切な相
談・生活支援を行うとともに、関係機関や家族及び地域との連携を通して、障害児者の生活
を支えることを目的としています。

　強度行動障害の状態にあり、特に支援の難しい知的障害児者に対しては、強度行動障害対
策生活支援事業の対象者として支援をしています。県事業対象以外に支援が必要な利用者に
ついては、三浦しらとり園独自に要綱を定め、準事業ケースとして支援プログラム等の検討
を行っています。その他、個別の課題については相談という形で支援を行っています。
　横須賀三浦地域の障害特性に関する知識と支援技術の向上のために、園内の研修計画に位
置づけ公開講座や事例研究会を実施しています。また、他施設及び学校、関係機関等からの
行動障害に関する相談に対して、専門的な支援・助言を行っています。

16

環境や予定等の変更が苦手で周囲か
らの刺激に影響を受けやすい方。
構造化され、見通しが持てる環境の中
で安心して活動に参加できる方。

室内活動２

活2
サ1

計3

9 7

フロア１ 活6
専1

協4

計
11

15 16 31
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(2）事業対象者への支援

 支援対象者数の状況

（3）関係機関からの相談及び助言
相談件数

相談内容

○

○

○

（4）行動障害に関する研修及び研究

研修

国立のぞみの園　施設事業局　地
域支援部　発達支援課
課長補佐　星野 亜希子 氏

112名

≪強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）≫　　　　

11/８
～９

社会福祉法人清和会　第１回
強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）

清和会職員・県職員・外部講師
オンライン研修

59名修了

63名修了

12/１
～２

社会福祉法人清和会　第３回
強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）

清和会職員・県職員・外部講師
オンライン研修

61名修了

コンサルテーション 0 4 1 1 0 6

≪三浦しらとり園強度行動障害対策事業研修≫

6/14 「自閉症の特性と構造化」（オンライン） 社福）湘南の凪　小林倫氏 35名

6/15 「行動障害の捉え方」（オンライン） 社福）湘南の凪　小林倫氏 38名

イ

短期入所、日中一時支援等、在宅サービスの利用相談。利用目的は、本人評価、家族の
レスパイト等について。

在宅利用者の状況、支援について関係機関との情報交換。

支援の相談について（コンサルテーション）

ア
日時 テーマ等 講師等 参加者

≪園内研修≫

コロナウイルス感染症による感染拡大等により、実施を控えました。

ア
(単位：人)

対象者数
計児童 成人

男 女 男 女
事業対象者 0 1 2 1 4

準事業対象者 0 0 3 3 6
相談ケース 0 0 3 4 7
在宅ケース 0 0 6 4

家族 施設 行政機関 相談支援 学校

0 1 0 2 0

10
計 0 1 14 12 27

ア
（単位：件）

計
利用相談 3

11/29
～30

社会福祉法人清和会　第２回
強度行動障害支援者養成研修（基礎研修）

清和会職員・県職員・外部講師
オンライン研修

≪神奈川県強度行動障害対策研修≫

1/27 自閉傾向にある児童への適切な支援と教育・福祉の連携
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（５）事業の廃止

４　心理支援(個別面接、行動観察)の状況　

(1）心理支援の状況

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

1 6 2 4 4 1 4 7 1 4 6 3 9 1

1 1 1 1

1 6 0 2 4 4 1 1 4 7 1 1 4 6 0 1 0 0 0 0 3 9 1 1

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

1 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

7 1 1 1 5 5 1 4 3 0 2 1

0 7 0 0 1 1 0 1 5 5 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

5 7 1 4 7 1 5 6 1 4 6 1 7 9 1 7 9 1

1 1 1

5 7 1 0 4 7 1 1 5 6 1 1 4 6 1 0 7 9 1 0 7 9 1 1

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

1 2 1 1 8

1 1 1

1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 9 0 0 0

男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女

9 3 3 1 5 1 3 4 1 8 2 4 4 1

9 3 0 0 3 1 0 0 5 1 0 0 3 4 0 1 8 2 0 0 4 4 0 1

　今年度、この事業の中核を担っていた県立中井やまゆり園で複数の不適切事案があり、外部
調査委員会による調査が始まったことで役割を果たせない状況となり、一部の研修を除き本事
業は休止していました。
　令和５年２月に神奈川県障害サービス課より、現時点で本事業の明確な方向性を見いだせな
い状況であることを理由に本事業の廃止を伝えられました。
　神奈川県障害サービス課では改めて県立施設の役割を「当事者目線」で捉えなおし、地域生
活を主眼に置いた当事者目線の取り組みを推進していくとともに、通過型施設としての運営を
どのように実現していくのか、といった視点で専任職員の役割を整理し、県立中井やまゆり園
での支援の振り返りが済んだことと併せて、改めて、強度行動障害対策事業に代わる事業内容
が示されることになっています。

話そう会 1 1
※個別対応には来所相談（見学）、SST、性教育を含む。

日中活動 13

49

児童 成人 児童 成人

入所 13

在宅 3

計

成人

16

17 16 12 15 15 88

児童 成人 児童 成人 児童 成人 児童 成人

入所 82

在宅 3

計 85

個別対応※

10月 11月 12月 1月 2月 3月

計児童 成人 児童 成人 児童 成人

計 31

日中活動 3 16 20 15 3 15 72

話そう会 1 1 2

入所 0

在宅 3

計

カンファレンス

4月 5月 6月 7月 8月 9月
計児童 成人 児童 成人 児童 成人 児童 成人 児童 成人 児童 成人

入所 31

在宅 0

5月 6月 7月 8月 9月

計児童 成人 児童 成人 児童 成人 児童 成人 児童 成人 児童 成人

　相談ニーズに応じて心理の立場から利用者の生育歴、家族関係、生活状況の検討およびアセスメ
ントを行い、利用者に対する関係者の理解を深めます。また、個々の利用者の特性に則した心理的
側面からの具体的支援をともに考えます。心理面接では、普段はなかなか職員とじっくり関わるこ
とのできない入所者に対して、心理面接室という生活場面とは異なる空間で心理担当職員と一対一
で関わる時間を提供し、自分だけの時間を過ごしてもらっています。さらに、ＳＳＴ（ソーシャ
ル・スキル・トレーニング）や性教育では対象児童に合わせた個別プログラムを用意し、必要なス
キルや考え方を身に付けることができるように練習しています。
　継続的に相談に応じている利用者は男性が１２名、女性が１０名、計２２名となっています。

(単位：人)

心理面接

4月 5月 6月 7月 8月 9月

計児童 成人 児童 成人 児童 成人 児童 成人

児童

カンファレンス

10月 11月 12月 1月 2月 3月

計児童 成人 児童 成人 児童 成人 児童 成人 児童 成人 児童 成人

入所 49

在宅 0

計

3

心理面接

10月 11月 12月 1月 2月 3月

計児童 成人 児童 成人

児童 成人 児童 成人

入所 53

在宅 4

計 57

個別対応※

4月
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(2）継続支援の内訳

(3)研修

モニタリング 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2

0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
計画作成
（更新） 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
計画作成 0 0

モニタリング 14 10 21 18 10 16 10 13 24 17 10 20 183

イ　障害児相談支援事業 (単位：人)

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 計

4 5 2 0 8 6 1 4 4 0 44
計画作成
（更新） 4 4 5 2 0 8 6 1 4 4 0 0 38
計画作成 7 3

(2)　計画相談の実績
ア　特定相談支援事業 (単位：人)

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月１１月１２月 １月 ２月 ３月 計

0 0 0 0 0 1
女 0 0 0 0 0 0 0 0
計 1 0 0 0 0 0 0 1

男 1 0

計 69 6 2 9 2 11 3 102

イ　障害児相談支援事業 (単位：人)
　
性別

横須賀市 鎌倉市 逗子市 三浦市 葉山町 その他 契約終了 計

逗子市 三浦市 葉山町 その他 契約終了 計
男 48 3 0 4 2 6 1 64
女 21 3 2 5 0 5 2 38

　
性別 横須賀市 鎌倉市

合　計 342 388 353 377 353 340 340 340 320 305 374 4185

６　特定相談支援事業及び障害児相談支援事業の状況
(1)　契約者数                                                                                      令和5年3月末現在

ア　特定相談支援事業 (単位：人)

353

132 133 140 140 140 130 116 154 1638
女 件数 209 234 220 245 220 200 200 200 190 189 220 2547
男 件数 133 154 133

220

（２）リハビリテーションマネジメント加算のモニタリング状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：件）

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

日時 テーマ等 講師 参加者

5月26日 トラウマを抱えるAさんを理解するために 田所宏之 8寮職員

3月20日 新採職員研修 田所宏之 新採職員

５ 理学療法の状況

　当園の利用者は重度の知的障害のみならず、身体障害や加齢による機能低下などの複合的な
障害を持っている方が多く見られます。機能低下が常態化し、廃用症候群の進行を少しでも遅
らせることができるかに重点を置いて支援をしました。介護量の多い寮では褥瘡にならないよ
うに、医療的なケアの必要があるため、診療所と連携します。除圧姿勢や必要なら環境整備の
助言も行います。また、「摂食嚥下チーム」での活動として、食事姿勢や車椅子の調整につい
ての助言を行います。今後も他業種間によるチームアプローチを通じて、より質の高い支援・
介護が提供できるようにしていきたいです。

（１）リハビリテーションマネジメント加算の状況

　リハビリテーションマネジメントに従って、三浦しらとり園のリハビリテーションに関する
マニュアルを作成し、この手順に従って実施しています。リハビリ加算対象者は18名で、男性7
名、女性10名で、障害支援区分の平均は5.882です。

2 5 2 1 10

(単位：人)
性別 小学生

7 1 12
女

4月
133

中学生 高校生 その他 計
男 3 1
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合　　計 365

＊コロナ禍のため、北下浦ボランティアセンターの活動は休止しています。

17 ＳＲＦ 環境整備・クリスマス会等 0 昭和38年より活動

18 ＮＴＴ しらとり祭・ふれあいコンサート 0 平成3年より活動

19 横須賀学院 環境整備 0

20 その他
日中活動ボラ・利用者外出・利
用者支援等ボラ等

0

星野　明子 洗濯物たたみ 30 令和3年度より活動

14 大槻　愛奈 日中活動 12 令和4年4月～9月で活動終了

15 林本　弘美 洗濯物たたみ 20 令和4年4月～9月で活動終了

16 宇治野　麻理 洗濯物たたみ 9 令和4年10月～12月 活動終了

陶芸 73 平成12年より活動

8 竹村　洋子 革工芸 39

9 菅原　ひさ子 陶芸 0

10 古知屋　政江 フライングディスク 25 平成5年より活動

7

(単位：人)

グループ等の名称 活動内容 延べ人数 備考

1 つくし会 作品製作 51 昭和58年より活動

2 ふよう会 縫製 44 昭和52年より活動

3 二・三の会 縫製 20 昭和56年より活動

ウ　計画相談の状況
　相談支援事業は、平成２６年４月１日から指定管理協定書第６３条に規定する指定管理
者の自主事業として実施しています。
　利用者が、その有する能力及び適性に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むこと
ができるように、当該利用者の身体その他の状況及びその置かれている環境に応じて、利
用者又は障害児の保護者の選択に基づき、基本相談支援に関する業務およびサービス等利
用計画の作成及びそのモニタリングに関する業務を行っています。
　平成２４年４月の障害者自立支援法及び児童福祉法の改正により、原則として平成２７
年３月末までに、すべての障害福祉サービスを利用している障害者を対象にサービス等利
用計画（又は障害児支援利用計画）を作成することが必須となっており、当事業所におい
ても利用者ご本人（ご家族）の依頼により効率的に計画作成を行っています。
　また、他相談支援事業所及びサービス提供事業所との情報交換及び連携を図るために、
横須賀市障害とくらしの支援協議会等へ参加したり、計画相談の質の向上を図ることを目
的に各種研修に参加しています。また地域生活移行への対応や利用者の方の高齢化に伴う
介護保険関係機関との連携も必須となってきています。引き続き利用者家族に寄り添った
計画相談支援と基本相談支援を行っていきます。

７　ボランティアの受け入れ

4 １６ｍｍ試写室 映画上映(余暇支援)

余暇支援等・日中活動 0

竹村　公良

11 山本　典子 ダンスクラブ 0 休止中

12 髙松　イリナ 洗濯物たたみ 31 令和2年度より活動

13

5 北下浦ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

2 昭和63年より活動

6 佐藤　芳子 ネイルケア 9
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(1)　家族会は、以下の組織で活動しています。

コロナにより中止
合計 19人 144日 240日

実習9 鶴見大学短期大学部 2月20日 3月3日 2人 12日 24日
実習10 田園調布学園大学 3月6日 3月18日 1人 13日 13日
実習11 横浜高等教育専門学校 2月20日 3月2日 2人 11日 22日

実習6 日本児童教育専門学校 2月7日 2月18日 2人 12日 24日
実習7 國學院大學 1月31日 2月11日 1人 12日 12日
実習8 関東学院大学 3月6日 3月18日 2人 13日 26日

2人 12日 24日
実習4 鎌倉女子大学 10月24日 11月5日 2人 12日 24日
実習5 日本福祉教育専門学校（相談援助実習） 2月6日 3月13日 1人 23日 23日

実習3 聖ヶ丘教育福祉専門学校 2月7日 2月18日

実習1 羽田幼児教育福祉専門学校 10月11日 10月22日 2人 12日 24日
実習2 横浜保育福祉専門学校 11月28日 12月9日 2人 12日 24日

2月 定例会 2月17日 ０人
計

合計 9人 8日 18日

研修1

定例会 10月21日 0人
12月 定例会 12月16日 ０人

家族会 開催日 出席数 備考（園行事等)
4月 定例会 4月15日 0人

　コロナ感染拡大防止に伴い、家族会開催は中
止園クリスマス会は実施。

5月 総　会 5月20日 0人

定例会 8月19日

0人

会員数(名) 規約 会費(月額) 家族会長

三浦しらとり園家族会 122人 有 900円 鈴木 堅之

(2)　平成２４年５月から、家族会の開催を隔月とし、第三金曜日に開催しています。

   園からは、家族会の開催の際には情報提供等を行い連携を図っています。

6月 定例会 6月17日 0人
8月 0人
10月

10月12日
10月19日

10月14日
10月21日研修4

研修3 神奈川歯科大学短期大学部
神奈川歯科大学短期大学部

神奈川歯科大学短期大学部 10月5日 10月7日 2人 2日 4日研修2
2人 2日 4日
3人 2日 6日

実施日 オンブズパーソン 内　　　容

 8月 1日（月）10：00～ 藤﨑 今年度活動について打ち合わせ

9月22日（木）14：00～15：00

神奈川歯科大

研修5 神奈川歯科大学短期大学部 2人 2日 4日10月26日 10月28日

実習/研修
開始日

実習/研修
終了日

実人数
実質

実習/研修
日数

延べ日数学校名

３寮の居室巡回、食事の様子など見学

3月15日（水）15：45～17：15 家族会との意見交換

藤﨑

藤﨑

藤﨑 「オンブズパーソンと話そう」オンライン

10月8日（土）10：00～14：00 藤﨑 しらとり祭見学（体育館）

2月22日（水）10：00～12：30

　　　　　       内容
　名称

９　三浦しらとり園家族会　

19人 240日
延べ日数

144日実　習
実日数

研　修

実人数

152日

(２)受け入れ内訳

28人計

(１)受け入れ件数

８　オンブズパーソン施設訪問

12校

11校
8日

学校数

1校
258日

各大学、保育専門学校、歯科関係学校より受け入れを行っています。
１０　実習生/研修生受入れ状況

9人 18日
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１１　研修実績

(1)外部派遣研修実績

清和会採用職員（管理職・課寮長・中堅・新人等）を対象に外部研修に派遣しました。

令和４年度神奈川県高齢者福祉施設等感染予防リーダー研修

摂食支援と口腔衛生管理の基礎

令和４年度横須賀市障害関係施設協議会第２回新人研修会

R5年2月28日  県　階層別研修（管理職） 中井やまゆり園 管理職 2人

R5年3月10日 令和４年度サインズ・オブ・セーフティ研修会 鎌倉三浦児童相談所 中堅 1人
合計 98人

R5年2月3日 施設における新型コロナウィルス感染症に関する感染対策 zoom（中井やまゆり園） 中堅・幹部 7人

R5年2月9日
公開研修　子育て支援研修　「大人になった発達障害の人
の生活（支援）から児童期の関わりを考える

オンライン 中堅 10人

R5年3月7日  県　階層別研修（中堅） 中井やまゆり園 中堅 3人

R5年2月7日 令和４年度神奈川県意思決定支援専門研修（基礎）
神奈川県労働文化セン
ター

中堅 1人

R5年2月10日 横須賀市立総合福祉会館 中堅 1人

R5年2月15日 令和４年度サインズ・オブ・セーフティ研修会 鎌倉三浦児童相談所 中堅 1人

R5年2月16日 17日 サービス管理・児童発達支援管理責任者研修（実践研修）
神奈川県社会福祉セン
ター

中堅 1人

R５年1月16日 令和４年度神奈川県相談支援従事者現任研修 神奈川県小田原合同庁舎 中堅・幹部 3人

R5年2月1日 鎌倉清和園 中堅 1人

R5年2月2～3日 令和４年度強度行動障害支援者養成研修（実践研修） zoom 幹部 1人

R5年2月6日 令和４年度児童福祉施設職員研修（人権研修）
神奈川県社会福祉セン
ター

施設長 1人

R4年12月1日
神奈川県立保健福祉大学

実
中堅 1人

R4年12月5日 令和４年度神奈川県相談支援従事者現任研修 神奈川県小田原合同庁舎 中堅・幹部 3人

R4年12月7日 令和４年度神奈川県意思決定支援専門研修（基礎）
神奈川県労働文化セン
ター

中堅 1人

R4年1月10日 令和４年度神奈川県意思決定支援専門研修（基礎）
神奈川県労働文化セン
ター

中堅 1人

R4年11月6日　19日 第３号（特定の者対象）研修　1回目 昭和大学保健医療学部 中堅 1人

R4年11月14日 令和４年度サインズ・オブ・セーフティ研修会 鎌倉三浦児童相談所 中堅 1人

R4年11月15日 令和４年度神奈川県意思決定ガイドライン研修 かながわ労働プラザ 心理士 1人

R4年11月2１日 令和４年度児童福祉施設職員研修（人権研修） 小田原合同庁舎3階 中堅 1人

R4年10月2１日 令和４年度児童福祉施設職員研修（人権研修） 小田原合同庁舎3階 中堅 1人
R4年10月31日 令和４年度神奈川県相談支援従事者現任研修 神奈川県小田原合同庁舎 中堅・幹部 3人
R4年11月1日

令和４年度支援スタッフ部会（研修）「マカトン法の基
礎」

zoom 中堅・幹部 3人
R4年11月4日 令和４年度神奈川県意思決定支援専門研修（基礎）

神奈川県労働文化セン
ター

中堅 1人

R4年10月12日 高齢者支援セミナー「口腔ケアについて」 zoom 中堅 2人
R4年10月13日 令和４年度障害福祉施設協議会　新任職員研修会 崎陽軒６階 新採職員 2人
R4年10月14日 神奈川県知的障害施設団体連合会　新任職員人権研修 zoom 新採職員 2人
R4年10月2１日 令和４年度神奈川県意思決定支援専門研修（基礎）

神奈川県労働文化セン
ター

中堅 1人

R4年9月15日 令和４年度サインズ・オブ・セーフティ研修会 鎌倉三浦児童相談所 中堅 1人

R4年9月20日 令和４年度神奈川県意思決定ガイドライン研修 おださがプラザ 中堅 1人

R4年9月22日
令和４年度支援スタッフ部会（研修）「津久井やまゆり園
の取り組み～「いま」「これから」のために意思決定支援

zoom 中堅 18人

R4年9月30日～10月14日 令和４年度神奈川県相談支援従事者現任研修（講義映像） eラーニング 中堅・幹部 3人

R4年7月30日～8月３日 第２３回「自閉症療育者のためのトレーニングセミナー」 ウィリング横浜５階 中堅 1人
R4年8月3日 サービス管理責任者研修（更新研修） 新百合トゥエンティワン 幹部職員 1人
R4年9月4日 17日 第３号（特定の者対象）研修 昭和大学保健医療学部 中堅 1人

R4年9月14日
高齢者支援セミナー「高齢知的障害者の新たな日中活動プ
ログラムの開発～転倒防止を目指して」

zoom 中堅 2人

R4年6月26日7月10日 第３号（特定の者対象）研修 昭和大学保健医療学部 中堅

R4年7月20日 サービス管理責任者研修（更新研修） 厚木商工会議所 幹部職員 1人
R4年7月21日 サービス管理責任者研修（更新研修） 厚木商工会議所 幹部職員 1人
R4年7月20日～29日 法人後見担当者基礎研修～対人援助の基本と本人理解～ 動画配信 相談員 1人

開催日 内　容 会　場
職員
区分

人数
R4年5月8日　14
日

第３号（特定の者対象）研修 ウイリング横浜 中堅 1人
R4年5月21日 摂食嚥下障がいのリハビリテーションの実際 ウイリング横浜 理学療法士 1人
R4年6月15日 サービス管理責任者研修（更新研修） 平塚商工会議所 幹部職員

1人
R4年7月7日 サービス管理責任者研修（更新研修） 厚木商工会議所 幹部職員 1人
R4年7月13日 高齢者支援セミナー「摂食嚥下について」 zoom 中堅 2人

1人
R4年6月16日 サービス管理責任者研修（更新研修） 平塚商工会議所 幹部職員 2人
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(２)内部研修実績

清和会採用職員（管理職・課寮長・中堅・新人等）を対象とした基礎的な研修を中心に実施しました。

11月 津波・火災避難集合訓練（周知） 寮活動体制時の避難

12月 日中活動中火災集合訓練（周知無し） 日中活動体制時の避難

夜間想定火災避難集合訓練（周知）児童

1月 土砂災害想定火災避難集合訓練（周知） 寮活動体制時の避難

2月
地震・火災避難集合訓練（周知無し） 寮活動体制時の避難
煙体験訓練 防災意識の向上

3月 地震・火災避難集合訓練（周知無し） 寮活動体制時の避難

8月
寮活動体制時の避難

北棟自動火災報知機取り扱い 防災機器設備の理解

９月 火災避難集合訓練（職員対象防災学習）
防災機器設備の理解
救援機器の操作

10月
地震・火災避難集合訓練（周知）

寮活動体制時の避難
休日体制想定
消火器・放水訓練 防災機器の実地訓練

3月15日 実践報告会 体育館
職員

関係者
家族

36人
2人
2人

3月20日 新規採用職員研修 会議室 新採職員 3人

合　計   410人

12月19日 定期コンサル研修「意思決定支援の実践について」会議室 幹部職員 9人

12月26日 職員研修（理事長研修）③ 会議室 職員 19人

1月27日
強度行動障害対策公開講座
「自閉傾向にある児童への適切な支援と教育・福
祉の連携」

会議室
職員

関係機関

園内 9人
外部（Zoom）

103人

3月14日 摂食・嚥下研修 会議室
職員

実習生
8人
2人

9月14日 熱中症対策研修（職員勉強会） 会議室 職員 12人

10月3日～10月
7日

派遣職員向け研修（接遇DVDの視聴） 会議室 職員 12人

10月26日 芹が谷やまゆり園派遣による伝達研修 会議室 職員 22人

12月7日 てんかん発作研修 本館食堂 職員 12人

6月21日 夜勤リーダー・サブリーダー研修③ 本館食堂 中堅等 ４人

7月5日 薬の基礎知識研修 本館食堂 職員 22人

7月7日 新規採用・異動職員研修（与薬動作・虐待防止） 会議室
新採職員
異動職員 7人

9月4日 職員研修（理事長研修）② 本館食堂 職員 19人

本館食堂 中堅等 5人

6月14日 強度行動障害対策公開講座「自閉症の障害特性と構造化」
会議室

オンライン
（zoom）

職員
関係機関

園内　10人
外部（Zoom）25

人

6月15日 強度行動障害対策公開講座「問題行動の捉え方・支援方法」
会議室

オンライン
（zoom）

全職員
家族会

関係機関

園内　9人
外部（Zoom）29

人
6月17日 夜勤リーダー・サブリーダー研修② 本館食堂 中堅等 5人

4月1日 新規採用・異動職員研修 会議室
新採職員
異動職員 7人

4月25日 職員研修（理事長研修）① 会議室 職員

5月 夜間想定火災避難集合訓練（周知）
非常用階段降下車椅子の実地体験と説明
火災避難集合訓練（周知）

南棟自動火災報知機の取り扱い

寮活動体制時の避難

6月
５寮、６寮職員を中心に実施
日中活動体制時の避難

7月
寮活動体制時の避難
防災機器設備の理解

実施月 訓練内容

転入・新採用職員対象の防災講座

火災避難集合訓練（周知）

目的

4月
防災マニュアルの周知
防災機器の操作（５月実施）
寮活動体制時の避難

13人

6月13日
ＥＶＡＣ ＣＨＡＩＲ
  （非常用階段降下車椅子）研修

南棟２階 職員 4人

6月13日 夜勤リーダー・サブリーダー研修①

火災避難集合訓練（周知）児童

１２　防災・避難訓練

(単位：人)
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１４　給食業務の状況

(2)栄養ケア・マネジメントの状況

合計 80人 80人 78人 78人 77人 76人 76人 75人 75人 74人 74人 75人

男 件数 44人 44人 44人 44人 43人 43人 43人 42人 42人 41人 41人 43人

女 件数 36人 36人 34人 34人 34人 33人 33人 33人 33人 33人 33人 32人

12.3

充足率(%) 304 92.1 - 129.5 77.2 173

　食事支援においては、拒食、偏食、早食い、詰込み食べ、丸呑み、溜込み、といった食行
動上の問題に加え、利用者の高齢化が進行し、摂食嚥下機能の低下が大きな課題となってい
ます。それに伴い、食事形態や食事摂取量の低下により目標栄養量を充足できず、栄養補助
食品で補ったり経腸栄養剤を利用する方が増えています。
　担当職員（生活支援員）と管理栄養士で行う栄養カンファレンスでは、食事形態や栄養摂
取量等について問題点の有無を把握し、丁寧なアセスメントやモニタリングを行い、実効性
のある栄養ケア計画とするよう努めました。

令和4年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

充足率(%) 100.9 121.8 110.7 90.9 116.8 - 218.9 - - 107.5

V.B1
mg

V.B2
mg

V.B12
mg

V.C
mg

食物繊維

g

食塩
相当量

g

※目標栄養量が「-」の項目は目標
量を定める科学的根拠がないとして
定められていない為。目標栄養量 1.0 1.1 - 85 19 7.1

提供栄養量 3.0 1.0 1.90 110.1 14.7

目標栄養量 2000 60 56 310 580 - 7 - - 580

提供栄養量 2018.3 73.1 62 281.7 677.4 210.9 15.3 79.8 6299 623.4

洗濯枚数 14,971 16,049 15,629 13,049 13,548 15,490

(1)提供栄養量の状況

　目標栄養量の算出は、年齢別荷重平均所要量表より算定しており、入所者の年齢・性別・
身体活動レベルから算出した値となります。

令和4年10月～令和5年3月の平均

エネル
ギー
kcal

たんぱく
質g

脂質
g

炭水化物
g

カルシウ
ムmg

マグネシウ

ムmg
鉄
mg

レチノー
ルμg

βカロテ
ン当量μg

レチノー
ル当量μ

g

　食事は、栄養価が高く安全な食事の提供を心掛けるとともに、楽しんで召し上がっていた
だけるよう季節毎の行事食やお誕生日リクエストメニュー、選択メニュー、毎月19日頃には
テーマを決めて献立を作成する「食育の日」、各寮リクエストメニューなどの献立を提供し
ています。毎年５月には、お誕生日リクエストメニューのアンケート（食べたい料理、好き
な料理についてのアンケート）を実施し、集計結果は順次献立に反映しています。パンや麺
類を取り入れてバラエティに富む献立を作成するとともに、療養食（減塩食、低脂肪食）、
アレルギーや嗜好の対応も行っています。
　また、ご家族や関係者の方々に毎月提供した給食内容をお知らせするため、給食ファイル
を本館受付に設置し、献立や行事食(写真付）、給食の取り組みについて紹介しています。
「話そう会」や「意見箱」で得られる利用者の意見や、普段の会話から生まれる児童のリク
エストは、厨房職員と共有して反映するように心がけました。

4月 5月 6月 7月 8月 9月

１３　洗濯業務の状況

洗濯枚数 14,722 16,811 15,571 14,965 10,103 14,558

10月 11月 12月 1月 2月 3月

清光園に提出している洗濯枚数は以下のとおりです。
(単位：枚)

※タオル類については、鎌倉由比に委託
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(4)食事の形態別人数

(5)食事の種類別人数

93人 2人 2人

低脂肪食 減塩食 糖尿病食 低ｴﾈﾙｷﾞｰ食 ｱﾚﾙｷﾞｰ食

※その他は、経腸栄養剤使用利用者

人数

0人 0人 7人 5人 106人

0人 0人 3人 6人 106人

割合 88% 2% 2% 0% 0% 3% 6% 100%

割合 55% 16% 11% 7% 0% 0% 7% 5% 100%

※その他は、経腸栄養剤使用利用者

区分 普通食 その他 合計

(3)摂食嚥下チームの取り組み

　摂食嚥下チームでは、感染状況に応じて可能な限り週１回ミールラウンドと月１回の会議
を実施し、他職種からの意見を参考に、栄養ケアマネジメントに望むことについて話し合っ
ています。会議中のアドバイス等は、会議録で各セクションに回覧するとともに、担当職員
に伝えてフィードバックしています。ミールラウンド時の様子については、共有システムの
ミスヘルパーケース記録に入力し、全職員が情報共有することで利用者のQOLを維持、向上
させることを目指しています。

区分 普通 一口大 きざみ 超きざみ 超きざみソフト ミキサー ソフト その他 合計

人数 58人 17人 12人 7人

普通
55%

一口大
16%

きざみ
11%

超きざみ
7%

超きざみソフト
0%

ミキサー
0%

ソフト
7%

その他
5%

食事の形態別人数

普通食
88%

低脂肪食
2%

減塩食
2%

糖尿病食
0%

低エネルギー

食
0%

アレルギー食
3%

その他
6%

食事の種類別人数
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16　医療の状況

(1)利用者検診状況

(2)入退院の状況

心電図 67人7月

乳がん検診 11月 35人

眼科検診 11月 81人

乳がん検診 11月 35人

耳鼻科検診 10月 79人

検尿 5月～7月

２回目

１回目

85人

検便 5月～R5.2月

１回目

２回目

74人

9月～11月 83人

胸部レントゲン 5月～6月 76人

採血

内　容 実施年月日 人数

採血 5月～6月 87人

20人

12人

氏名 病名 入院施設 入院月日 退院月日 転帰

1 SKさん　男性 低体温　低血糖　徐脈 うわまち病院 2022/4/16 2022/4/27 軽快

2 EYさん　女性 誤嚥性肺炎　尿路感染　左腕蜂窩織炎 うわまち病院 2022/4/17 2022/4/26 軽快

3 FHさん　女性 肺炎 湘南病院 2022/5/6 2022/6/6 軽快

4 KEさん　女性 意識障害　誤嚥性肺炎 横須賀共済病院 2022/5/14 2022/5/24 軽快

5 UKさん　女性 尿路感染症 湘南病院 2022/6/6 2022/6/17 軽快

6 IYさん　 女性 愛着障害 横浜カメリアホスピタル 2022/7/4 2022/7/13 軽快

7 YRさん　男性 愛着障害 福井記念病院 2022/7/15 2022/7/29 軽快

8 SYさん　女性 大腸癌　(CF検査時に切除実施) 湘南病院 2022/8/1 2022/8/2 軽快

9 SKさん　男性 COVID-19　Ｓ状結腸捻転 湘南鎌倉総合病院 2022/8/9 2022/8/9 軽快

10 SKさん　男性
COVID-１９　尿路感染症　低カリウム血症
心房粗動　たこつぼ型心筋症疑い 湘南鎌倉総合病院 2022/8/11 2022/8/18 軽快

11 MYさん　女性 心不全 横須賀市立市民病院 2022/8/14 2022/8/14 死亡

12 YRさん　男性 愛着障害 横浜カメリアホスピタル 2022/8/17 2022/2/2 軽快

13 IYさん　 女性 愛着障害 横浜カメリアホスピタル 2022/9/14 2022/9/26 軽快

14 OYさん　男性 左坐骨骨髄炎 湘南病院 2022/10/3 2022/11/7 軽快

15 THさん　女性 COVID-19 横須賀共済病院 2022/10/3 2022/10/11 軽快

16 UTさん　女性 大腸内視鏡検査(CF)(実施できず終了) 湘南病院 2022/11/1 2022/11/2 軽快

17 IYさん　 女性 急変 横須賀市民病院 2022/11/18 2022/11/18 死亡

18 SMさん　男性 腸閉塞　誤嚥性肺炎 湘南病院 2022/11/21 2023/1/31 軽快

19 NHさん　男性 誤嚥性肺炎　てんかん 湘南病院 2022/12/21 2023/1/17 軽快

20 GTさん　男性
外傷性慢性硬膜下血腫
(1/21穿頭血種洗浄ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ術施行)

横浜南共済病院 2023/1/21 2023/1/23 軽快

21 GTさん　男性
外傷性慢性硬膜下血腫
(1/30穿頭血種洗浄ﾄﾞﾚﾅｰｼﾞ術施行)

横浜南共済病院 2023/1/27 2023/2/24 軽快

22 STさん　男性 糞便性腸閉塞 横須賀市民病院 2023/1/30 2023/2/4 軽快

23 SYさん　男性 腸閉塞　尿路感染症 横須賀共済病院 2023/2/19 2023/3/1 軽快

24 SNさん　女性 連鎖球菌による誤嚥性肺炎 湘南病院 2023/3/7 2023/3/15 軽快

25 SKさん　男性 両側肺炎　Ｓ状結腸捻転 巨大結腸症 うわまち病院 2023/3/15 2023/4/5 軽快
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(３)診療所利用状況(単位：件）
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(４)診療所としての取り組み

ア　診療所の体制

イ　感染症対策

ウ　診療所医師による予防接種
〇

〇

ウ　利用者の状態変化に応じた取組み

〇

エ　その他

〇

　新型コロナウイルスワクチンの追加接種は８月に４回目(モデルナ社製)を利用者７
９名　職員１１名に実施。１月から２月にかけて５回目(ファイザー社製)を利用者７
８名　職員２２名に実施。利用者１５７名と職員３３名併せて１９０名に対して２回
接種することができました。４回目・５回目ともにアナフィラキシーショックや接種
トラブル等はありませんでした。

新型コロナウイルスワクチンについて

インフルエンザワクチン接種

　インフルエンザワクチン予防接種は１０月１１月に１回目を利用者１０４名に実
施。１１月に２回目を利用者９９名 しらとり園職員９３名に実施。利用者１０４名
(１回のみ接種５名、２回接種９９名)と職員９３名併せて１９７名に対して接種する
ことができました。１回目・２回目ともにアナフィラキシーショックや接種トラブル
等はありませんでした。

喀痰吸引対象者の対応

耳鼻科検診の状況

　令和４年４月より精神科に山本医師と加藤医師が着任しました。

　診療所での耳鼻科診察がなくなって以降、耳垢塞栓症の利用者の増加・症状悪化が
目立ち始めました。利用者の特性やコロナの流行もあり外部を受診することが難し
かったことが原因として考えられます。
　令和４年度の耳鼻科検診の結果を受けて、今年度は特例として２０２３年２月にし
らとり園で１回目の耳垢除去を８名実施することができました。今後も湘南病院と連
携し安全・安楽に留意した医療の提供に努めていきます。

　発熱者や感染が疑われる利用者、職員に対しては、湘南病院の検査課と連携し、迅
速なPCR検査・インフルエンザ検査に繋げることで、感染の有無を早期に確認し、感染
拡大を防ぐことに繋がりました。

　三浦しらとり園で初めての胃瘻増設の利用者を受け入れ後、喀痰吸引等指導看護師
が３寮の職員を中心に 主に３号研修の実地研修をサポートしています。２０１８年１
２月の湘南病院を退院後 丸４年が経過しましたが、日中の経管栄養注入を1日２回見
守り、経過観察と共に適切な胃瘻注入を安全に行えるよう助言指導を行っています。
　また、担当医・理学療法士・管理栄養士・看護師で年に１回 経管栄養カロリー検討
会議を開いています。
　今後も３号研修の受講サポートを継続しながら、全身状態の把握と定期的な胃瘻ペ
グ交換を湘南病院で行っていきます。
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１ 地域生活移行への取り組み～緊急性を要した施設入所から、 

M さんらしい生活を目指して～ 

       地域支援課  地域サービス班 強行専門員 佐藤 直子   

 

令和５年３月１５日（水） 

三浦しらとり園 園内実践報告会 発表事例 
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１ はじめに 

 Ｍさんは、自閉症、精神発達遅滞の診断

がある４０代の女性です。横須賀市内の小

学校、養護学校中学部・高等部を卒業し、

在宅生活を送りながら、市内の通所施設を

利用していました。在宅での生活のほとん

どはお母様の二人暮らしでしたが、３０代

後半になると、お母様の入院治療や病状の

悪化により、短期入所利用が多くなりまし

た。４０代になるとお母さまの長期入院に

伴い、在宅生活は送れなくなり、複数事業

所を利用した生活が余儀なくされました。 

一時は緊急性を要し、施設入所になります

が、その後Ｍさんらしい生活を目指した地

域移行支援を行いました。今回はその取り

組みについて報告します。 

 

２ 家族の変化とご本人の生活 

（１）支えるメンバーⅠ 

 お母様の長期入院に伴い、在宅生活が送

れなくなってからは、日中は生活介護の通

所、生活場面は、移動支援を利用しながら

５つの事業所でＭさんを支えることになり

ました。この時の支えるメンバーは以下の

図の通りです。 

 

 

 

 

 

（２）複数の事業所を利用しての生活 

これはＡ相談支援事業所により、調整さ

れたスケジュールです。 

通所先、移動支援事業所は変わらないも

のの、暮らしの場は５か所の事業所を渡り

歩いて生活している状況でした。短期入所

の合間は、お兄様やお姉さんご夫婦と一緒

に過ごされる日もありました。 

ご本人にとっては、寝泊まりする場所を

転々とする日々で、「お家に帰りたい」

「どこか一つの場所で生活したい」、とい

う気持ちと共に、この先どうなるのか、不

透明な状況に、大きな不安やストレスを感

じていたのではないかと感じ取れます。 

（３）現れていた行動 

そうした生活を続ける中で、様々な行動

が目立つようになってきました。 

髪の毛を抜いたり、手を噛む、頭や顔を

叩くなどの自傷、支援者に対して、掴みか

かる、襟元を噛む、指を裂こうとするなど

の他害、コーヒーが欲しいと強く求めた

り、人のものを飲んでしまったり、他の人

の食事を食べてしまうなどもありました。 

 

地域移行への取り組み 

～緊急性を要した施設入所支援から、Ｍさんらしい生活を目指して～ 

 

地域支援課 地域サービス班 強度行動障害専任職員 佐藤 直子 
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短期入所利用している施設では、カーテ

ンやカーテンレールを取り外したり、居室

に設置している換気扇も取り外すこと、自

分の着ている服やクッションを破いたりす

ることもありました。その他、夜間床に排

尿したり、強く手を引いたり、ティッシュ

を壁に貼ると言う行動もありました。 

通所先では、その日にお泊りする施設の

カードを提示しても、取り外すことも多か

ったと伺っています。 

このような様々な行動が見られ、ご本人

にとって安心して生活していたとは言えな

い状況でした。 

（４）施設入所支援へ 

こうした状況を受け、令和３年５月に、

前述の支えるメンバーが集まり、サービス

担当者会議が開かれました。 

 この会議で、Ｍさんのその時に現れてい

る行動について、共有し、『在宅生活が送

れなくなり、複数事業所を利用して生活を

しているが、日に日に状態が悪くなってい

っている。』『この状態が今後も続くこと

はご本人にとって良いとは言えない。』

『安定した生活の場が必要である。』とい

うことを、Ｍさんの現状の生活評価としま

した。 

これら評価から、三浦しらとり園で入所

検討会議が開かれました。ご本人の行動障

害と、当時のご家族の状況を考慮し、緊急

性があると判断し、入所先が決まるまで期

限を設け、令和３年６月２６日に３年以内

の有期限での受け入れを行うことになりま

した。 

 

３ 在宅生活を支える支援からご本人中

心の支援へ 

（１）地域移行までの４つのＳｔｅｐ 

入所前の６～7年は、在宅で生活する

ことが難しくなったＭさんと一緒に暮ら

すことの出来ないご家族を支える事に重

点を当てて、「泊まれる場所」の確保す

ることが優先されていましたが、入所後

はご本人中心の支援を考えていくことにな

ります。 

Ｓｔｅｐ１は基本的な生活の確立と行動

障害に対しての支援、Ｓｔｅｐ２は安定し

た生活と日中の活動、Ｓｔｅｐ３は移行先

の生活の場の体験利用、Ｓｔｅｐ４は地域

移行へ、と４つのステップで進めていくこ

ととし、ＴＥＡＣＣＨプログラムをベース

とした支援に取り組み、地域の社会の中で

暮らすことが出来ることの達成に向けて取

り組みました。 

（２）しらとり園での支援 

 しらとり園入所前は、不安定な生活の

上、自傷、他害、破壊行動、強い拘りを示

すなど、様々な行動障害が現れていまし

た。 

入所後の取り組みは、通所先のＢ生活介

護事業所でご本人の障害特性と配慮点等を

教えていただき、園では簡単な理解とスキ
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ルのアセスメントを取り、居室の環境作

り、日課の組み立て等を行いました。 

また、アセスメントを基に、安定した

生活と日中の活動について取り組み、比較

的早い段階で、寮生活と日中活動、お姉さ

まご夫婦との外出などの余暇も含め、安定

した生活を送れるようになりました。 

「必要な支援」として取り組んでいたこ

とは、①ご本人に分かりやすい日課の流れ 

②気になる物等への環境調整 ③好きなコ

ーヒータイムの実施 ④支援員との関り

（信頼と安心）⑤ご家族との関りの継続 

でした。  

取り組みにより課題とされていた行動障

害は減少していましたが、居室の備え付け

のロッカーの引き出しをむりやり取り出そ

うとしたり、居室に置いてある机やいすを

隣の部屋へ投げ入れようとする行動はあ

り、幾度か再構造化の必要がありました。

その都度、支援の計画、実行、評価を繰り

返しました。 

（３）Ｓｔｅｐ１・２のクリア 

ここまで、支援を進めていく中で、令和

４年２月末にＡ相談支援事業所より、「近

隣のＧＨの空き情報があり体験してみない

か」とのお話がありました。入所して 1年

も経たない頃の打診でしたが、生活全体は

落ち着いており、Ｓｔｅｐ１・２とクリア

していましたので、Ｓｔｅｐ３移行先の生

活の場の体験利用において、「ＧＨの体験

利用、ＧＨから通所先への利用」に向けて

取り組むことになりました。 

次に、「地域移行支援」を行った内容に

ついて報告します。 

 

４ ご本人の意思の手がかりを求めて 

（１）支えるメンバーⅡ 

地域移行に向けては、ご本人の意思決定

に基づき進めていきました。支えるメンバ

ーは、三浦しらとり園へ入所後は、このよ

うになっています。 

入所前は短期入所が出来る事業所が主だ

ったのに対し、入所後は、Ｍさんを中心

に、しらとり園、相談支援、ご家族、市障

害福祉課、通所事業所 移動支援の事業所

で、随時情報を共有しました。そして新た

に、ＧＨの支援員やサビ管、時には関連事

業所の理事長も加わりました。 
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その後の支援は、このメンバーで連携し

ながら、ご本人の意思の有効な手がかりを

求め、「Ｍさんらしい生活とは何か」につ

いて検討を繰り返しました。 

（２）生活史から 

 ご本人の意思決定の手がかりを求めて、

始めに生活史から紐解くことにしました。 

Ｍさんは両親、１１歳離れた兄、８歳離

れた姉の５人暮らしでした。年が離れた末

っ子で、子どもが３人いても、賑やかな環

境ではなく、幼少期は比較的静かな環境の

中で育ったそうです。 

Ｍさんの学生時代には、兄、姉は独立さ

れています。ご両親からの愛情を注がれた

暮らしの様でした。 

平成１１年、Ｍさんが２２歳頃に父親が

亡くなり、それ以降は母親との二人暮らし

となります。 

在宅生活では、自宅の窓から物を投げ

る、シャンプーなどの中身を出す、床で排

尿するなどの行動があったそうです。自宅

では、主に母親一人でＭさんの生活を支

え、Ｂ生活介護事業所へ通いながら地域生

活を送っていました。 

家族間の関係は良く、姉夫婦と母と４人

で、近隣県の温泉旅行へ行くこともあり、

楽しまれていたそうです。兄も一時帰宅や

外出などの対応を行っていました。皆さん

Ｍさんのことを大事に思っていました。 

ところが母親の病気により、在宅での生

活が難しくなり、短期入所の利用が多くな

ります。そして三浦しらとり園へ入所とな

ります。こうした生活史を紐解きながら、

この先のご本人の望む生活とは何かを検討

しました。 

 

（３）意思表出の状況 

次にご本人の意思表出についても支える

メンバーで共有しました。 

こちらの表は、Ｍさんの言葉での発信と

理解と、行動で要求や気持ちを示したとき

の一例です。 

言葉でのやり取りで意思を確認すること

の難しいＭさんですが、日常的な簡単な単

語で発信したり、理解できることもありま

した。しかしそれでも伝わらないとわかる

と、行動で要求を示し、気持ちを表出する

ことがありました。 

（４）生活史と意思表出の状況から 

こうした生活史とご本人の意思表出の仕

方をてがかりに、支えるメンバーで協議し

た結果、「Ｍさんからの住みたい場所、通

いたい場所の意思表出は難しいけれどこれ

まで、在宅生活を中心に福祉サービスを利

用されていた方で、大きな入所施設より、

より在宅生活に近いＧＨの生活の方が、こ

れまでの暮らしに沿った生活が実現できる
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のではないか」とご本人の思いを理解し、

共有しました。そしてＤグループホームの

体験利用について進めることになりまし

た。体験利用は、令和４年３月と４月にＧ

Ｈの体験とＧＨから通所利用をする体験を

行いました。体験中の通所先はこれまで通

所していたＢ生活介護事業所です。 

 

（５）行動から汲み取れる本人の意思 

～ＧＨと通所の体験利用～ 

ＧＨの体験では、利用中に見られた行動

から、Ｍさんの意思を判断するための手が

かり情報を支えるメンバーで集め、Ｍさん

の思いを汲み取りました。 

ＧＨ入所の際にホームのお仲間から握手

を求められたのですが、その握手に応じた

のは、ホームの仲間を受け入れ、関係を持

とうとした一歩だったと読み取りました。 

朝目覚めると、一人だったけど、「起き

たらどうすればよいか」と支援員さんに教

えてほしいとの様子だった、発語が増えた

ことは支援員さんとの安定した関りがある

こと、人との関りの中で安定した信頼関係

を築くことができている推定しました。 

通所先のＢ生活介護事業所では「お母さ

ん」の発語があり、「お母さんに会いた

い」としらとり園に入所する前に通ってい

たＢ生活介護事業所に通所することで、お

母さんを思い出したのではないかと汲み取

ることも出来ますが、通所先の支援員さん

は「通所が終わった後の自分の帰る所」を

気にしているのではないか、「Ｄグループ

ホーム」と言う言葉も定着していないこと

もあり、「お母さん」の表現になったので

はないかと評価したとの事でした。よって

「帰る場所はＤグループホームだよ」と伝

え、ご本人は納得した様子があったとのこ

とでした。 

（６）チームで共有して、意思決定へ 

 ここまでで、２泊のＧＨの体験、３泊の

ＧＨと通所の体験を行い、意思決定支援の

取り組みをする中で、Ｍさんの地域移行に

ついて、支えるメンバーで次のように共有

しました。 

①ＧＨでの生活、生活介護への通所を含め

た生活の体験をし、拒否することもなく、

不穏になることもなく過ごされ、共有した

情報から、Ｍさんが安心、安定した暮らし

が実現されるだろう。②ご自身での言葉の

表現は難しいが、支援員やホームの仲間と

の安心した関りの中で見られた表現や行動

などから、体験した暮らしを実現すること

がご本人の意思決定につながるものであ

る。③今後の生活に混乱を招くことがあっ

ても、関係者で集まり、本人の意思を汲み

取る支援は引き続き行うものとする。と確

認しました。 

（７）地域移行へ 

こうして、Ｍさんは５月にしらとり園を

退所して、ＧＨへ移行しました。 

日中は在宅生活の時から通っていた通所

先へ毎日通うことが出来ています。土日は

余暇支援が入り、外出等されているとの事
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です。姉夫婦との外出も継続されていま

す。 

母親は、ＭさんがＧＨに入所して間もな

く、お亡くなりになっています。Ｍさんの

ことは最後まで気にされていたようです。   

ＧＨでは、地域の運動会に参加し、パン

食い競争に出場したり、ホームの仲間とイ

チゴ狩り外出にも参加したそうです。 

移行した後も、定期的にアフターフォロー

として関りを継続していますが、大きな不

調になることなく、過ごされています。 

 

５ 意思決定と支援者の役割 

（１）気持ちを察する・感じ取る 

 

 

 

 

 

 

この地域移行を進めるに当たり、受け入

れ先のＧＨでは、行動障害のある方の受け

入れはなく、当初、不安を示す支援員が多

いと聞いていました。 

しかし、体験の中で、意思の手がかりを

見つける事、そこから推定するご本人の意

思を汲み取る事を繰り返し、例えば、「急

に掴みかかってきて怖い」と受け取ってい

た行動もご本人が欲しいものがあり、随分

長い事待たされていたり、欲しい気持ちを

周囲に理解してもらえなかったなど、その

行動には理由があると支援者は気づきま

す。気持ちを察し、感じ取ることが出来る

ようになると、ご本人に寄り添った支援を

考えることに繋がっています。支援者はも

う怖くはなくなり、不安を感じる事も少な

くなります。同時にＭさんの自傷や他害で

の気持ちの表出も、ほとんど見られなくな

っています。 

こうした取り組みの積み重ねが、ご本人

の意思決定につなげる支援者の役割だと考

えます。 

（２）支えるメンバーと共に 

地域移行支援や意思決定支援について進

める中で、当園に長期にわたり入所してい

る強度行動障害の状態の方の地域移行の難

しさを感じています。 

園での行動障害の方への支援は、障害特

性の理解に努め、十分に検討され、ブラッ

シュアップしながら、支援しているところ

ですが、その具体な支援の前に、今一度原

点に立ち、その人の人となりを知り、その

人の気持ちを察する、感じ取る、そうした

支援が必要なのだと感じています。 

今回は意思決定支援を「地域移行支援」

の中で、取り組みましたが、その前から、

意思決定支援を行っていれば、行動障害の

状況や、ご本人の状態も変わっていたかも

しれません。 

また、こうした取り組みを積み重ね、地

域の支援者メンバーと連携し、意思決定支

援、地域生活移行に向けた支援を行ったこ

とは、なによりそのチーム体制こそが重要

だったと振り返ります。 



- 48 - 

 

今後も利用者を支える地域のメンバーと

共に、利用者さんが望む生活に近づけるこ

とに努めていきたいと思います。 

支えるメンバー一人ひとりが「どんな人

でも仲間との暮らしが出来るように、支え

ていきたい」と言っていました。 

私たちもその一人でありたいと願いま

す。 

 

 

 

 


